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高知市福祉事務所 障がい福祉課 

在宅福祉・施設福祉など，障害福祉に関する業務を行っ 

ています。       地域生活支援室 823－9378  

医療福祉担当 823－9053 

管理担当 823－9056 

高知市障害者虐待防止センター 

障害者虐待に関する相談，通報，届出の受付および対応 

などの業務を行っています。       822－4715 

高知市福祉事務所 高齢者支援課 

高齢者に関する在宅福祉・施設福祉などの業務を行って 

います。 

高齢者福祉担当・社会参加促進担当 823－9441 

高知市福祉事務所 基幹型地域包括支援センター 

高齢者に関する相談業務などを行っています。 

            基幹包括担当 823－9121 

 

高知市保健所 健康増進課 

難病，精神保健に関する業務を行っています。 

803－8005 

高知市子ども育成課 子ども発達支援センター 

障害のあるお子さんや発達に何らかの心配があるお子さ 

んの相談，支援を関係機関と連携して行っています。 

823－9552 

高知市介護保険課 

介護保険に関する業務を行っています。 

認定係 823－9931 

給付係 823－9959 

資格賦課係 823－9971 

事業係 823－9972 

高知市情報公開・市民相談センター 

市民相談業務を行っています。 

823－9412 

高知市消費生活センター 

契約トラブルや多重債務など消費生活に関する相談業務 

を行っています。 

823－9433 

オーテピア高知声と点字の図書館 

視覚障害者等読書が困難な方への情報提供，相談，支援を

行っています。 

823－9488 

高知市成年後見サポートセンター 

日常生活自立支援事業や成年後見制度等の権利擁護に関す

る生活の困りごとの相談をお受けし，解決に向けた支援を

行っています。                     856－5539 

高知県立消費生活センター 

契約トラブルや悪質商法，多重債務など消費生活に関す 

る相談業務を行っています。 

824－0999 

日～金曜日 9:00～16:45（土曜・祝日・年末年始休） 

 

高知市生活支援相談センター 

生活困窮から脱却し，暮らしの安心を確保するために， 

日常生活に困りごとのある方の相談を受け付けています。 

856－5529 

健康福祉センターなど 

身体障害者手帳や日常生活用具の申請受付などに関する 

業務を行っています。 

高知市障害者福祉センター 873－7717   

東部健康福祉センター 882－9380 

南部健康福祉センター 878－9060 

春野あじさい会館 894－5977 

高知市障害者福祉センター 

障害者団体や地域の関係機関と協力しながら，ノーマライ

ゼーションの実現を目指すとともに，障害のある方の日常

生活を充実させるための事業やパソコンの技術習得支援な

どを行っています。           

                    873－7717   

県立療育福祉センター 

心身の発達に障害があったり，その心配があるお子さんと

その家族のために必要な支援を行い，障害のある方の自立

を支援する総合的な施設です。 

  地域連携室（診療に関すること）        843－6831   

 総務課身体障害者更生相談担当（更生相談に関すること)    

             844－4477 

 通園事業部 

                  844－5155 

  発達障害者支援センター（発達障害に関すること）        

                                   844－1247 

 

高知市障害者相談センター 

障害のある方が地域で豊かな生活が送れるように4か所で

相談支援を行っています。詳細は29・48ページをご覧く 

ださい。 

身体・知的障害者相談員 

身体・知的に関する障害児・者のいろいろな相談に応じ，

必要な助言・指導を行っています。詳細は54・55ページ 

をご覧ください。 

民生委員・児童委員 

各地域において，地域住民の生活や福祉に関する相談・ 

支援活動を行っています。 

相談の窓口 
心身障害児・者の相談の窓口は，次のとおりです。なお，所在地は49～50ページをご覧ください。 
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手帳について 
〇身体障害者手帳について 

 肢体不自由，視覚，聴覚または平衡機能，音声・言語またはそしゃく機能，

心臓，じん臓，呼吸器，ぼうこうまたは直腸，小腸，肝臓，免疫機能に障害の

ある方に，その程度により1級から6級までの区分で手帳を交付しています。手

帳を交付された方は，障害者にかかる福祉制度がご利用いただけます。 

〈手帳交付の流れ〉 

③申 請 

高 知 市 

障がい福祉課 
申 請 者 

②診断書の発行 

①受診･相談 

⑤交付 

 又は却下通知 

身体障害者 

指 定 医 

諮問（④） 指 定 身体障害者 

福 祉 専 門 

分 科 会 

※ 身体障害者手帳の交付日は，原則として申請受付日になります。 

※ 申請は代理の方でもできます。（ただし15歳未満の児童については保護者が申請） 

※ 診断書は，所定の様式のものを右記の5か所の窓口に置いてあります。 

申請の種類 申請に必要なもの 交付まで 

新規 
等級変更 

（ ） 
新しい障害の追加 

○診断書 

（指定医作成のもの・有効期間：6ヶ月） 

○写真2枚 

（縦4cm×横3cm・撮影後1年以内・脱帽・ 
 マスク着用不可） 

○マイナンバーを確認できる書類 

○本人確認書類（運転免許証等） 

 ※詳しくはお問い合わせください。 

4週間 

程度 

破損・紛失 

○写真2枚 

（縦4cm×横3cm・撮影後1年以内・脱帽・ 
 マスク着用不可） 

○本人確認書類（運転免許証等） 

 ※詳しくはお問い合わせください。 

2週間 

程度 

住所，氏名変更， 

返還（死亡・辞退） 

○手帳 
申請場所

による。 

 

 

障がい福祉課 

管理担当 

 823－9056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請ができる場所】 

・障がい福祉課 

・障害者福祉センター 

・  

・  

・春野あじさい会館 

問い合わせ先 
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■手帳について 
〇療育手帳について 

 療育手帳は，知的障害児・者に対して療育手帳を交付しています。手帳を交付され

た方は，一貫した指導や助言および各種福祉サービスが受けやすくなります。 

申 請 者 
高 知 市 

障がい福祉課 

①申   請 

③判定日通知 

⑨手 帳 交 付 

 
高 知 県 

⑦判定通知 

⑥
面
談 

②判定日の調整 

 ④進達 

⑧手帳送付 

〈手帳交付の流れ〉 

<手帳申請に必要なもの> 

・証明写真1枚（縦4cm×横3cm，裏に名前，撮影後1年以内，脱帽，マスク着用不可） 

・相談記録表 ・マイナンバーを確認できる書類 

※ 療育手帳の表示は，A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)となっています。 

※ 申請から交付までには5ヶ月程度かかります。 

○精神障害者保健福祉手帳について 

この手帳の対象は，精神障害（発達障害・てんかんも含む）のため長期にわたり日常

生活または社会生活の困難がある方です。この手帳は，精神障害者の自立と社会参加を

援助するものです。  

〈手帳交付の流れ〉 

申 請 者 
高 知 県 立 精 神 

保健福祉センター 

高 知 市 

健 康 増 進 課 

②進 達 ①申 請 

③交 付 ④送 付 

〈手帳申請に必要なもの〉 

申請方法 申請に必要なもの 

障害年金証書で申請 

または 

特別障害給付金で申請  

○障害年金証書もしくは裁定通知書や振込通知書，ま

たは特別障害給付金受給資格者証や決定通知書の写し 

○同意書  ○申請書  ○写真2枚   

○マイナンバーがわかる書類，身元確認書類等（詳し

くはお問い合わせ下さい）  

診断書で申請 

○精神障害者保健福祉手帳申請用診断書 

○申請書  ○写真2枚 

○マイナンバーがわかる書類，身元確認書類等（詳し

くはお問い合わせ下さい） 

※ 写真は，縦4cm×横3cm，脱帽，正面上半身，背景無地 

※ 診断書は，初診日から6ヶ月以上経過した日以降の診断書に限ります。 

※ 手帳には2年間の有効期限がありますので，更新手続きが必要です。 

※ 更新手続きは，期限が切れる3ヶ月前より申請可能です。 

※ 更新手続きのお知らせは致しておりませんので，早めの手続きが必要です。 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

   823－9053 

 

県立中央児童相談所 

心理支援部 

 844－0035 

 

高知県障害福祉課 

障害児支援担当 

   823－9663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課 

 803－8005 

 

【申請ができる場所】 

 ・健康増進課 

（総合あんしんセンター

１階） 

問い合わせ先 
 ⑤送付 
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年金・手当について 
○障害基礎年金・障害厚生年金 

 公的年金制度に加入している期間中に被った傷病により，障害状態となった場合に 

年金や一時金が支給されます。（申請は原則65歳までとなります） 

                  【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた方 

 

 

初診日に国民年金第１

号被保険者であった方

や初診日が20歳前の方 

 

中央窓口センター 

国民年金担当 

 823－9439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診日に厚生年金保険

加入者または国民年金

第３号被保険者（厚生

年金保険加入者の被扶

養配偶者）であった方

は，年金事務所にお問

い合わせください。 

 

日本年金機構 

 高知東年金事務所 

    831－4430 

 高知西年金事務所 

    875－1717 

 

 音声ガイダンスが流

れ始めてから①→②の

順番でボタンを押すと

担当部署に繋がりま

す。 

 また，来訪相談をさ

れる場合は，

0570－05－4890で日時

をご予約のうえ来訪さ

れるようにお願いしま

す。 

 

初診日に共済組合員で

あった方は所属されて

いた共済組合へお問い

合わせください。 

問い合わせ先 
制度の種類 支 給 要 件 年 金 額 

国

民

年

金 障 害 

基 礎 年 金 

20歳以上の方で，国民年金法に定める障

害（身体障害者福祉法とは異なります）

を有し，次のいずれかに該当する方  
①20歳前から障害者となった方 

 （本人所得制限あり）  
②国民年金の被保険者期間中または60歳

以上65歳未満の間に初診日のある傷病

により障害となった方 

 （原則として初診日前々月までの加入

期間の2/3以上の納付・免除もしく

は納付猶予期間があること，または

初診日前々月までの1年間に保険料

の未納がないこと） 

1級（年額） 

  1,020,000円 

 【1,017,125円】 

2級（年額） 

   816,000円 

  【813,700円】 

 

他に子の加算額があ

ります。 

厚

生

年

金 
障 害 

厚 生 年 金 

厚生年金の被保険者期間中に初診日のあ

る傷病による障害に対して支給 

（ただし，障害基礎年金の支給要件を満

たしている者であること） 

1級 

 報酬比例の年金額× 

1.25＋   
2級 

 報酬比例の年金額 

 ＋   
3級 

 報酬比例の年金額 

 （最低保障額 

   612,000円 

  【610,300円】）  
1級・2級はこの額に障

害基礎年金が加わりま

す。 

障害手当金 
障害厚生年金より軽い障害が残った場合

に一時金として支給 
報酬比例の年金額×2 

※ 年金額の等級は，国民年金法・厚生年金法に定められた障害等級であり，身体障

害者手帳に記載されている等級とは異なりますのでご留意ください。 
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中央窓口センター 

国民年金担当 

 823－9439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央窓口センター 

国民年金担当 

 823－9439  

 ■年金・手当について 
問い合わせ先  ○特別障害給付金 

  国民年金の任意加入対象者とされていたが，任意加入をしていなかったため，障害基礎 

 年金を受けることができなかった方への福祉的措置として平成17年4月に創設された制度 

 です。 

 (1) 支給対象となる方 

 次の①か②の期間に初診日があり，障害基礎年金を受けることができない方で，障害程

度が国民年金法で定める1・2級の状態にある方 

① 初診日が昭和61年3月31日以前で，初診日において国民年金の任意加入対象者とさ 

れていた被用者年金制度加入者等の配偶者であって，任意加入をしていなかった方 

② 初診日が平成3年3月31日以前で，初診日において国民年金の任意加入対象者とされて

いた学生であって，任意加入をしていなかった方 

  ※所得等での支給制限があります。 

 (2) 支給額    1級 月額 55,350円    2級 月額 44,280円 

 

 ○高知市福祉給付金 

  年金制度の谷間にあって，公的年金を受けることができない方に対する本市独自の制度 

 です。 

 高齢者福祉給付金 

 (1) 支給対象となる方 

 高知市に住民登録（外国人にあっては永住許可等を有すること）をしている次のいず

れかの方（市民税課税者や生活保護受給者は支給停止） 

・大正15年4月1日以前に出生し，昭和57年1月1日前から外国人登録を行っていた方のう

ち，引き続き住民登録をしている方 

・明治44年4月1日以前に出生し，昭和57年1月1日前から外国人登録を行っていた方のう

ち，満70歳に達した日以降に日本国籍を取得した方 

・明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に出生し，昭和57年1月1日前から外国人登

録を行っていた方のうち，昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した方 

・明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に出生した日本国民で外国に居住していた

方のうち，昭和36年4月1日以降に日本に帰国した方 

 (2) 支給額     月額 10,000円 

 重度心身障害者福祉給付金 

(1)支給対象となる方 

 外国人が国民年金の適用除外とされていた昭和56年12月以前に初診日（初診日は20歳

以後の必要有，以下同じ）がある外国人の方や，国民年金の任意加入期間に初診日があ

る方などで，任意加入をしていなかったため，公的年金や特別障害給付金等を受けてい

ない65歳未満の方のうち，下記の手帳の交付を受けている方（市民税課税者や生活保護

受給者は支給停止） 

  ・身体障害者手帳1級，2級 

  ・療育手帳A 

  ・精神障害者保健福祉手帳1級，2級 

 (2) 支給額   月額 36,000円 
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（https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/29/shougaishateate.html) 

年金・手当について■ 

○特別障害者手当 

 身体または精神に著しく重度の障害がある方に支給されます。在宅の方または，グ

ループホーム，有料老人ホーム，軽費老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅に入

居，または小規模多機能型居宅介護を利用している方が対象です。※ただし，養護老

人ホーム，特別養護老人ホームに入所中の方や病院・診療所，介護老人保健施設，介

護医療院等に3ヶ月以上入院，入所中の方は対象外です。 

 また，原爆被爆者の介護手当，公害被害者補償法および予防接種法の手当を受ける

ことができる場合は，減額または支給停止となります。 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

 823－9053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

 823－9053 

問い合わせ先 
目 的 

著しく重度の障害がある方の所得保障の一環として創設され，その障害

による特別な負担を軽減し，福祉の向上を図ることを目的としていま

す。 

対 象 者 

20歳以上であり，身体または精神に著しく重度の障害を有するため，日

常生活において常時特別の介護を必要とする方 

※ 障害程度の詳細等につきましては，障がい福祉課までお問い合わせ

ください。 

所 得 制 限 

受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定基準額

を超えているとき，その年度は支給停止となります。 

※ 1月から6月までの間に認定を請求する場合は，前々年をいいます。 

手 当 金 額 月額 28,840円 

手 当 支 給 

方 法 
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振替により支給されます。 

申 請 手 続 

①認定請求書②診断書③所得状況届④同意書⑤前年度受給した年金額の

分かるもの⑥銀行口座番号の分かるもの⑦マイナンバーの分かるものを

障がい福祉課に提出してください。 

○障害児福祉手当 

 公的障害年金を受給していない身体または精神・知的に重度の障害がある方に支給 

されます。 

ただし，施設等に入所されている場合は，原則として対象になりません。 

対 象 者 

20歳未満であって，日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態

（おおむね身体障害者手帳1級，療育手帳A所持者の一部またはそれと同

程度） 

所 得 制 限 

受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定基準額

を超えているとき，その年度は支給停止となります。 

※ 1月から6月までの間に認定を請求する場合は，前々年をいいます。 

手 当 金 額 月額 15,690円 

手 当 支 給 

方 法 
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振替により支給されます。 

申 請 手 続 

①認定請求書②診断書（療育手帳A1所持者は診断書を省略することがで

きます）③所得状況届④口座振替申出書（対象児分）⑤同意書⑥マイナ

ンバーの分かるものを障がい福祉課に提出してください。 

※障がい福祉課のホームページ                                             

（右，QRコード参照）に特別障害者手当の認定基準やフローチャートも掲載しておりますので，

ご覧ください。 

高知市障がい福祉課

ホームページ  

障害者手当について 
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■年金・手当について 
○特別児童扶養手当 

公的障害年金を受給していない精神・知的または身体に重度・中度の障害のある20

歳未満の児童を監護している父母または養育者に対して支給されます。 

ただし，児童福祉施設等に入所されている場合は，原則として対象になりません。 

問い合わせ先 
手 当 金 額 

1級 月額 55,350円 

2級 月額 36,860円 

手 当 支 給 

方 法 
毎年4月・8月・11月の3回に分けて口座振替により支給されます。 

所 得 制 限 

受給者の前年の所得が一定基準額を超えているとき，または同居してい

る配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定基準額を超えていると

き，その年度は支給停止となります。 

※ 1月から6月までの間に認定を請求する場合は，前々年をいいます。 

申 請 手 続 

①認定請求書 ②戸籍謄本 ③診断書（※） ④同意書 ⑤口座申出書

等の書類 ⑥マイナンバーの分かるもの を障がい福祉課に提出してく

ださい。 

※ 診断書については，外部障害で1級からおおむね3級までの身体障害

者手帳またはA1もしくはA2の療育手帳をお持ちの方は，手帳の写し

で代用できる場合がありますので，障がい福祉課の医療福祉担当ま

でお問い合わせください。 

○高知県重度心身障害児療育手当 

 障害児福祉手当（7ページを参照）を受けていない18歳未満の重度心身障害児を監護

する保護者に対して支給されます。 

 ただし，児童福祉施設等に入所されている場合は，原則として対象になりません。 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

    823－9053 

 

高知県障害福祉課 

障害児支援担当 

    823－9663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

    823－9053 

 

高知県障害福祉課 

障害児支援担当 

    823－9663 
手 当 金 額 月額 7,300円 

手 当 支 給 

方 法 
毎年3月・7月・11月の3回に分けて口座振替により支給されます。 

所 得 制 限 所得の制限はありません。 

申 請 手 続 

①申請書 ②銀行口座番号 ③福祉事務所の発行する障害児福祉手当不

支給証明書 ④障害の状態の分かるもの（療育手帳，身体障害者手帳ま

たは特別児童扶養手当証書の写し）を障がい福祉課に提出してください

（印鑑をお持ちください） 
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年金・手当について■ 

○児童扶養手当 

 父母の離婚等によりひとり親家庭となった児童，もしくは父または母が一定の障害

の状態にある児童について，受給資格者に手当が支給されます。 

※ 児童とは，18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある方，または20歳

未満で一定の障害がある方をいいます。 

※ 受給資格者とは，児童を監護している父または母，もしくは父母に代わって児童

を養育している方をいいます。 

問い合わせ先 
 手当月額 

 

（令和6年 

4月1日現在） 

全額支給 

（月額） 
一部支給（月額） 支給区分 

全部停止  

（月額） 

45,500円 
45,490円から10,740円の範囲で

決定 

児童１人目

について 
０円 

56,250円 
56,230円から16,120円の範囲で

決定 

児童２人目

について 
０円 

1人増すごと

に6,450円を

加算 

１人増すごとに6,440円から  

3,230円の範囲で加算 

児童３人目 

以降につい

て 

０円 

支 給 方 法 奇数月に口座振替により支給されます。 

申 請 手 続 

※ 手当は申請が受理された日の翌月分から開始します。 

※ 手当月額は，受給資格者または生計同一の扶養義務者の前年度所得により，その一部また

は全部が支給停止になります。 

※ 受給資格者または児童が公的年金給付の支給を受けている場合は，児童扶養手当額との差

額分が支給されます。また，障害年金等を受給している方は，子の加算部分との差額分が支

給されます。（遺族年金，老齢年金などの障害年金以外の公的年金給付等や障害厚生年金(３

級)のみを受給している方は除きます） 

○心身障害者扶養共済制度 

 心身障害者の保護者が万一死亡（または重度障害）後，残された障害者に年金を支

給することによって保護者の不安を軽減し，障害者の生活の安定を図ろうとするもの

です。 

〈加入できる方〉 

 心身障害者の保護者（父母，配偶者，兄弟姉妹等）であって，次の要件を満たして

いる方 

  (1)  県内に住んでいること 

  (2)  65歳未満であること（年齢は毎年度4月1日現在） 

  (3)  病気や障害がなく，生命保険に加入できる程度の健康状態であること 

〈心身障害者とは〉 

 将来独立して自活することが困難で，次のいずれかに該当する方です。 

  (1)  知的障害児・者 

  (2)  身体障害児・者のうち1級から3級までに該当する方 

  (3)  精神または身体に永続的な障害のある方で，その障害の程度が(1)または(2)

に掲げる方と同程度と認められる方 

   （脳性麻痺，進行性筋萎縮症，腎臓疾患等の内部障害，自閉症，精神疾患等） 

 

 

子育て給付課 

 823－9447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県障害福祉課 

地域生活支援担当 

    823－9634 

 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

    823－9053 
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■年金・手当について 
 

〈年金額〉 

加入者が亡くなったとき，または重度障害者となったときは，その月から年金が受

けられます。 

1口加入者 20,000円 

2口加入者 40,000円（最大2口まで） 

※ 一時給付として，加入期間に応じて脱退一時金（脱退金）および弔

慰金（障害者（児）が加入者に先立ってお亡くなりになった時）の給

付制度もあります。 

 

〈掛金（月額）〉 

 加入時の年齢，課税状況に応じて，次のとおり掛金が設定されています。 

問い合わせ先  

 一般課税世帯の場合 

加 入 時 の 年 度 の 

4 月 1 日 時 点 の 年 齢 
1口目 2口目 

35歳未満 4,650 4,650 
35歳～39歳 5,700 5,700 
40歳～44歳 7,150 7,150 
45歳～49歳 7,150 8,650 
50歳～54歳 7,520 9,400 
55歳～59歳 8,280 10,350 
60歳～64歳 9,320 11,650 

 均等割世帯の場合 

加 入 時 の 年 度 の 

4月1日時点の年齢 
1口目 2口目 

35歳未満 3,100 3,100 
35歳～39歳 3,800 3,800 
40歳～44歳 4,770 4,770 
45歳～49歳 4,770 5,770 
50歳～54歳 5,170 6,270 
55歳～59歳 5,700 6,900 
60歳～64歳 6,410 7,770 

※ ２口加入される方の掛金は１口目，2口目の合計金額となります。 

※ 非課税世帯・生活保護世帯の申請者は，掛金は全額減額となります。 

※ 都道府県により加入者が納付する掛金は異なります。 

※ 市民税均等割世帯，市民税非課税世帯または生活保護世帯の方は，掛金払込期間が終了す

るまで毎年減額の手続が必要です。 

 

〈加入等申込み，年金等の請求手続〉 

 ・障がい福祉課に申請してください。 

 ・加入申込期間は，偶数月の1日から20日までです。 

（月額：円） 

（月額：円） 
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健康・医療について 
対 象 者：従来の更生医療，育成医療または精神通院医療の対象者であって，一定所得未満の方 

      （対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり） 

給付水準：自己負担については，1割負担。（（ 部分） ただし，所得水準に応じて負担の上限額を設定。 

       また，入院時の食費（標準負担額）については，自己負担。 

※ 負担の上限額を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は，医療保険単位 

（異なる医療保険に加入する家族は，別の「世帯」として扱う） 

 

 

市町村民税 

非課税世帯Ⅰ 

市町村民税 

非課税世帯Ⅱ 
3万3千円未満 

3万3千円以上 

23万5千円未満 
23万5千円以上 

０円 

1割負担  
負担上限月額 

2,500円 

1割負担  
負担上限月額 

5,000円 

  

公費負担の対象外 

(医療保険の負担

割合・負担限度

額） 

 

 

1割負担 

負担上限月額 

5,000円 

 

 

1割負担 

負担上限月額 

10,000円 

 

1割負担 

負担上限月額 

5,000円 

 

1割負担 

負担上限月額 

10,000円 

 

1割負担 

負担上限月額 

20,000円(※3） 

1割負担 

負担上限月額 

医療保険の自己負担限度額 

育成医療の経過措置（※1） 

※1 育成医療の経過措置は，令和9年3月31日まで延長 

※2 当面の重度かつ継続の範囲 

 ・疾病，症状等から対象となる者 

   精神･･･(1) ICD-10（国際疾病分類）における次の分類の者 

         ①FO：症状性を含む器質性精神障害（例：認知症） ②F1：精神作用物質使用による精神行 

                 動の障害（例:薬物・アルコール依存症） ③F2：統合失調症，統合失調症型障害および妄想 

                 性障害 ④F3：気分障害（例:躁うつ病） ⑤G40：てんかん 

       (2) 精神障害のため通院医療（状態の維持，悪化予防のための医療を含む）を継続的に要する方 

   更生・育成･･･腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害・心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る）， 

          肝臓機能障害（肝臓移植後の抗免疫療法に限る） 

 ・疾病等にかかわらず，高額な費用負担が継続することから対象となる方 

 精神・更生・育成･･･医療保険の多数該当の方 

  重度かつ継続の対象については，実証的な研究成果を踏まえ，順次見直し，対象の明確化を図る。 

※3「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は，令和9年3月31日まで延長 

 

※  生活保護，特定中国残留邦人等支援給付の境界層に対する負担軽減措置 

自己負担額を負担することにより生活保護または特定中国残留邦人等支援給付の対象となる場合に，対象と

ならないよう負担上限額等を減額する措置です。 

詳細については，次ページの問い合わせ先へお問い合わせください。 

   重度かつ継続(※2） 
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■健康・医療について 
○自立支援医療の給付 

 障害の軽減・回復のためにかかる医療費を一部公費で負担する制度です。 

 自立支援医療には更生医療・育成医療・精神通院医療の3つがあります。 

 対象としては，指定自立支援医療機関での治療であること，対象となる障害である  

こと等があり，申請後の審査の結果，認定された方が給付を受けることができます。 

（詳細については右記の各問い合わせ先まで） 

 なお，医療費にかかる自己負担額は原則1割ですが，所得区分に応じて自己負担上 

限額（月額）が設けられています。 

問い合わせ先  

 

更生医療（18歳以上） 

 障がい福祉課 

 医療福祉担当 

 823－9053 

 

育成医療（18歳未満） 

 子育て給付課 

    823－9447 

 

精神通院医療 

 健康増進課 

（総合あんしんセンター

１階） 

    803－8005 

〈対象となる障害〉 

〈主な治療内容等〉 

※ 治療内容については審査があります。上記治療内容に該当されても対象とならな

い場合があります。（詳細については，右記の各問い合わせ先まで） 

問い合わせ先 
対象となる障害 医療の種類 

(1) 視覚障害によるもの 
更 生 医 療  

育 成 医 療  

(2) 聴覚，平衡機能の障害によるもの 
更 生 医 療  

育 成 医 療  

(3) 音声機能，言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの 
更 生 医 療  

育 成 医 療  

(4) 肢体不自由によるもの 
更 生 医 療  

育 成 医 療  

(5) ① 心臓，腎臓，呼吸器，ぼうこうもしくは直腸，小腸ま

たは肝臓の機能の障害によるもの 
育 成 医 療  

② 心臓，腎臓，小腸または肝臓の機能の障害によるもの

（日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められ

たものに限る。） 

更 生 医 療  

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの（(5)の①に掲げる

ものを除く。） 
育 成 医 療  

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの 育 成 医 療  

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

（日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる

ものに限る。） 

更 生 医 療  

(8) 精神に障害がある者またはてんかんを有する者で，通院に

よる治療を継続的に要する程度の病状にある人 
 

対象となる障害 治療内容等（※） 

(1) 視 覚 障 害  角膜移植術・網膜剥離に対する手術 

(2)  鼓室形成術・人工内耳埋め込み術 

(3)  唇顎口蓋裂の歯科矯正・術後言語療法 

(4) 肢体不自由  人工関節置換術・麻痺に対する理学療法 

(5) 心臓機能障害 
ペースメーカー植込術・弁形成術 

A-Cバイパス術・心臓移植後の抗免疫療法 

腎臓機能障害 慢性透析療法・腎移植術・腎移植後の抗免疫療法 

小腸機能障害 中心静脈栄養法 

肝臓機能障害 肝臓移植術・肝臓移植後の抗免疫療法 

(6)  先天性内臓機能障害に対する治療（育成医療のみ） 

(7) 免疫機能障害 HIV感染に対する治療 

(8) 精神疾患，発達障害， 

てんかん等 
精神疾患，発達障害，てんかん等に対する通院治療 



13 

 

健康・医療について■ 

○重度心身障害児・者医療費（福祉医療）の助成 

  高知市内に住所を有し，国民健康保険，後期高齢者医療制度，社会保険等に加入 

 し，障害程度が次に該当する重度心身障害児・者の方については，保険給付に伴う 

 自己負担分について高知市が助成を行っています。 

 

 〈対象となる方〉 

  (1) 身体障害者手帳1級，2級の方 

  (2) 療育手帳A1，A2の方 

  (3) 18歳未満で身体障害者手帳3級，4級と療育手帳B1合併障害の方 

 

 ※ ただし，平成15年10月1日から65歳以上で新たに受給資格を取得した方につい  

  ては，市民税非課税世帯の方のみ助成対象となります。 

 ※ 氏名，住所，被保険者証等に変更があった場合は，届出が必要となります。 

問い合わせ先 
○一定の障害による後期高齢者医療制度への加入 

 後期高齢者医療制度は，75歳以上の方と，65～74歳の方で申請により一定の障害 

があると認められた方が被保険者となります。 

  一定の障害による後期高齢者医療制度への加入申請の手続は，高知市保険医療課 

 後期高齢者医療担当で行います。申請をするときは，次のような障害者手帳等をご 

 持参ください。 

 後期高齢者医療制度加入後の医療の給付は，後期高齢者医療制度での適用となり 

ます。 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

    823－9053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険医療課 

後期高齢者医療担当 

    823－9380 

 

 

 問い合わせ先〕 

 

    821－4526 

№ 区 分 障 害 等 級 等 

1 身体障害者手帳 

① 1級，2級，3級の全部 

② 4級の音声言語機能障害 

③ 4級の下肢障害の一部 

2 国民年金証書 

障害年金証書等 

(障害程度対応表あり） 

障害基礎年金 

（障害年金，障害福祉年金，老齢福祉年金の受給資格） 

※ 該当する障害等級等により判定します。 

3 療育手帳 A1，A2 
4 精神障害者保健福祉手帳 1級，2級 

問い合わせ先 



14 

 

■健康・医療について 
○唇裂口蓋裂の矯正歯科診療について 問い合わせ先 問い合わせ先 

医療機関名 所在地 電話番号 内容 

 高知市若草町10－5 844－5400 奇数月 第2木曜日

偶数月 第4木曜日 

○訪問歯科診療 

 寝たきりや障害などの理由で歯科診療所に通院困難な方々が，在宅で歯科診療が 

受けられるように相談窓口を開設しています。 

 

①歯科訪問診療のことなら，まずはお電話ください。 

（お電話での相談は無料です） 

 

②必要に応じて歯科衛生士による訪問面談を行います。在宅歯科連携室の歯科衛生 

士が詳しいお話をお伺いし，お口の中の状態を確認いたします。 

（歯科衛生士による訪問面談は無料です） 

 

③訪問歯科医にお繋ぎし，歯科訪問診療を開始いたします。 

（有料，健康保険が利用できます） 

 

○障害児・者に対する歯科診療 

  障害による理由で一般の歯科診療所で診療を受けられない障害児・者の方のため 

 に，高知県歯科医師会歯科保健センターで診療を行っています。 

  歯と口についての日常的な健康相談，予防と定期検診，そしゃくや発音などの機 

 能回復に関するご相談にもお答えいたします。 

 

 診療日  毎週土曜日 午前10時～12時，午後1時～4時  

      毎月第２木曜日 午後１時～４時30分 

      毎月第４木曜日 午後２時～４時30分 

      （ただし年末年始・祝日は除く） 

 

 対象者  ・障害があり歯の治療に不安がある方 

      ・身体の緊張が激しくじっとしていられない方 

      ・口の機能が不十分で食事が十分にとれない子どもさん 

 

 その他  障害者福祉医療受給者証，保険証，障害者（療育）手帳などをお持ちの 

      場合はご持参ください。 

 

※予約制 

高知県立療育福祉センター 

 844－5400 

 

 

 

高知県歯科医師会 

在宅歯科連携室 

    875－8020 

開設時間 

 月曜日～金曜日 

午前 9時～午後5時 

 

 

 

 

 

 

高知県歯科医師会 

歯科保健センター 

    824－7862 

※予約制 

受付時間 

 月曜日～金曜日 

午前 9時～午後5時 

 

問い合わせ先 
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自動車を利用される方へ 
○自動車税種別割・環境性能割，軽自動車税種別割・環境性能割の減免範囲 

 ※1 原則として，所有者，使用者ともに障害者の名義であることが必要です。 

  ただし，所有権留保付きの場合には，使用者が障害者であれば，所有者がディーラー等で 

 あっても構いません。 

 ※2 同居の親族が原則。ただし，やむを得ない理由により同居ができない場合は，健康保険証 

   または確定申告書の写し等により扶養の関係が確認される場合のみ対象とします。 

 ※3 「常時介護者」とは，専ら障害者の通院等のために継続して日常的に運転する者をいいま 

   す。 

 

 ※ 障害者が利用するための特別の仕様がなされた自動車（入浴車，車椅子移動車等）について 

  は，別に減免制度があります。 

 ※ 軽自動車税種別割は，毎年4月1日時点の所有者または使用者に課税されます。 

 ※ 軽自動車税種別割の減免は，その年度の4月1日（賦課期日）において上の要件を満たす必要 

  があります。 

 次の要件を4月1日時点（新しく自動車を取得する場合は登録時）で満たす必要があります。 

 

 

自動車税種別割・ 

環境性能割 

中央東県税事務所 

 866－8510 

 

自動車税環境性能割  

（新規登録時のみ） 

中央東県税事務所員駐在所 

  (高知運輸支局に隣接) 

    866－3705 

 

 

 

軽自動車税種別割 

 市民税課 

   823－9423 

 

軽自動車税環境性能割 

（新規登録時のみ） 

（一社）全国軽自動車 

 協会連合会高知事務所 

     842－4311 

 

 

 

区 分 本人運転  減免金額 

次ページのとおり 

自動車税種別割 

①令和元年9月30日まで

に新車新規登録を受け

た自動車 

上限 45,000円  

(重課 51,700円) 

 

②令和元年10月1日以降

に新車新規登録を受け

た自動車 

上限 43,500円  
軽自動車税種別割 

全額 

 

自動車税環境性能割 

上限 取得価額から

300万円を控除 

（取得価額が300万円を

超える場合は超過した

額に税率を乗じた額を

納めていただきます) 

台 数 1台に限る 

自 動 車 

の 種 類 

自家用に限る 

（対象車輌の詳細については，右記の 

 問い合わせ先にご確認ください） 

自動車の 

所 有 者 

（※1） 

本人 

身体障害者 

（18歳以上） 
本 人 

身体障害児 

（18歳未満） 

 

（※2） 

知的障害児･者 

精神障害者 

自動車の 

運 転 者  

生計を一にする親族（※2） 

単身または障害のある者のみで構成

される世帯で生活している障害者を

常時介護する者（※3） 

  

通院，通学（園），通所または帰

宅，通勤，生業のための送迎。 

また，月4回以上かつ1年以上継続し

て使用が見込まれること。 

区   分 申 請 期 間 

自動車税種別割（県税）納税通知書による場合 4月1日から納期限まで 

証紙による納税の場合 新車等の登録をするとき 

軽自動車税種別割（高知市税） 4月1日から納期限まで 

自動車税環境性能割（県税） 
新車等の登録や中古車の名義変

更時 

問い合わせ先 
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■自動車を利用される方へ 
身体障害者等の減免の対象となる障害の範囲一覧表 

〈身体障害者〉 

 自動車の運転者が身体障害者手帳を交付されている本人の場合 

[表の見方] 

○印…該当 

横線…非該当 

障 害 の 区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 

視 覚 障 害 ○ ○ ○ ○ ― ― 

聴 覚 障 害  ○ ○ ―  ―   

平 衡 機 能 障 害   ○  ―      

喉 頭 摘 出 に よ る 音 声 機 能 障 害   ○ ―       

上 肢 不 自 由 ○ ○ ○ ― ― ― 

下 肢 不 自 由 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

体 幹 不 自 由 ○ ○ ○  ○    

脳 原 性 
上 肢 機 能 ○ ○ ○ ― ― ― 

移 動 機 能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

心 臓 機 能 障 害 ○  ○ ○      

じ ん 臓 機 能 障 害 ○  ○ ○      

呼 吸 器 機 能 障 害 ○  ○ ○      

ぼ う こ う ま た は 直 腸 機 能 障 害 ○  ○ ―      

小 腸 機 能 障 害 ○  ○ ―      

肝 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○ ―     

○ ○ ○ ―     

自動車の運転者が身体障害者手帳を交付されている本人と生計を一にする同居の親族または常時介護者の場合 

障 害 の 区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 

視 覚 障 害 ○ ○ ○ ○ ― ― 

聴 覚 障 害  ○ ○ ―  ―   

平 衡 機 能 障 害   ○  ―      

喉 頭 摘 出 によ る 音 声機 能 障 害   ― ―       

上 肢 不 自 由 ○ ○  ― ― ― ― 

下 肢 不 自 由 ○ ○ ○  ― ― ― 

体 幹 不 自 由 ○ ○ ○  ―   

脳 原 性 
上 肢 機 能 ○ ○  ― ― ― ― 

移 動 機 能 ○ ○ ○ ― ― ― 

心 臓 機 能 障 害 ○  ○ ○      

じ ん 臓 機 能 障 害 ○  ○ ○      

呼 吸 器 機 能 障 害 ○  ○ ○      

ぼ う こ う また は 直 腸機 能 障 害 ○  ○ ―      

小 腸 機 能 障 害 ○  ○ ―      

肝 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○ ―     

○ ○ ○ ―     

 

〈知的障害児・者〉 

 重度の知的障害児・者であって，療育手帳A1，A2の手帳を持っている方。 
 

〈精神障害者〉 

 精神に障害を有し歩行が困難な者で，精神通院医療の公費負担を受けており，1級の精神障害者保健福祉手帳

を持っている方。 
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（排気量区分）  （税額） 

電気自動車 

標
準
税
率
の
場
合 

29,500円 

          ～ 1,000cc以下 29,500円 

1,000cc超 ～ 1,500cc以下 34,500円 

1,500cc超 ～ 2,000cc以下 39,500円 

2,000cc超 ～ 2,500cc以下 45,000円 

2,500cc超 ～ 3,000cc以下 51,000円 

3,000cc超 ～ 3,500cc以下 58,000円 

3,500cc超 ～ 4,000cc以下 66,500円 

4,000cc超 ～ 4,500cc以下 76,500円 

4,500cc超 ～ 6,000cc以下 88,000円 

6,000cc超 ～  111,000円 

   

          ～ 1,000cc以下 

15 

％ 

重

課

税

率

の

場

合 

33,900円 

1,000cc超 ～ 1,500cc以下 39,600円 

1,500cc超 ～ 2,000cc以下 45,400円 

2,000cc超 ～ 2,500cc以下 51,700円 

2,500cc超 ～ 3,000cc以下 58,600円 

3,000cc超 ～ 3,500cc以下 66,700円 

3,500cc超 ～ 4,000cc以下 76,400円 

4,000cc超 ～ 4,500cc以下 87,900円 

4,500cc超 ～ 6,000cc以下 101,200円 

6,000cc超 ～  127,600円 

51,700円 

51,700円 

51,700円 

51,700円 

45,400円 

33,900円 

39,600円 

43,500円 

51,700円 

自動車税種別割の減税早見表（自家用乗用車の場合） 
排気量別自動車税種別割の負担額 

（減免額） （負担額） 

22,000円 

75,900円 

24,700円 

6,900円 

15,000円 

一部負担なし 

49,500円 

②令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車 

自動車を利用される方へ■ 

①令和元年9月30日までに新車新規登録を受けた自動車 

（排気量区分） （税額） 

6,500円 

電気自動車 

          ～ 1,000cc以下 

1,000cc超 ～ 1,500cc以下 

1,500cc超 ～ 2,000cc以下 

2,000cc超 ～ 2,500cc以下 

2,500cc超 ～ 3,000cc以下 

3,000cc超 ～ 3,500cc以下 

3,500cc超 ～ 4,000cc以下 

4,000cc超 ～ 4,500cc以下 

4,500cc超 ～ 6,000cc以下 

6,000cc超 ～  

25,000円 

25,000円 

30,500円 

36,000円 

43,500円 

50,000円 

57,000円 

65,500円 

75,500円 

87,000円 

110,000円 

36,000円 

25,000円 

30,500円 

43,500円 

13,500円 

一部負担なし 

25,000円 

標
準
税
額
の
場
合 

（減免額） （負担額） 

43,500円 

43,500円 

43,500円 

43,500円 

43,500円 

43,500円 66,500円 

29,500円 

34,500円 

39,500円 

45,000円 

45,000円 

45,000円 

45,000円 

45,000円 

45,000円 

45,000円 

29,500円 

一部負担なし 

43,000円 

6,000円 

13,000円 

21,500円 

31,500円 

66,000円 

51,700円 

51,700円 

36,200円 

32,000円 
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自家用普通車の自動車税環境性能割の計算例 

控 除 額 

課税標準額300万円 構造変更費用 

自己負担 

対象額 

(A) （Ａ）×0.03＝課税 

 ※（税額の計算例）         （税率）(負担額) 
300万円の車（300万円-300万円）×3％＝ 0円（全額免除） 

400万円の車（400万円-300万円）×3％＝3万円（一部負担） 

■自動車を利用される方へ 

 

 

 

中央東県税事務所 

    866－8510 

 

 

自動車税環境性能割 

 （新規登録時のみ） 

中央東県税事務所員駐在所 

  (高知運輸支局に隣接) 

    866－3705 

 

 

＜申請受付＞ 

障がい福祉課 

管理担当 

 823－9056 

 

＜割引制度について＞ 

ＮＥＸＣＯ西日本 

お客さまセンター 

     

 

※割引有効期限あり 

 （最長２年２カ月） 

 

車両登録の場合 

※車の所有者に制限あり 

 

※割引対象外の車両あり 

 

 

○有料道路通行料金の割引 

  通院・通勤等の日常生活において，障害者本人または障害者を乗せてその介護者 

 等が有料道路を通行する場合に通行料金が割引される制度です。 

  申請には「車両（１人につき１台のみ）を登録する」場合と，「車両を登録しな 

 い」場合の２通りがあります。 

  ＥＴＣを利用した割引を希望される場合は，車両の登録が必要です。 

 

 〈対象者〉 

  ・身体障害者手帳所持者ご本人が運転する場合 

  ・第１種の身体障害者手帳または第１種Ａ判定の療育手帳所持者を乗せて介護す 

   る家族等が運転する場合 

 〈割引率〉 

  ・通行料金の約５割 

   ※ＥＴＣを利用した割引は，登録した車両（１人につき１台のみ）で，ＥＴＣ 

    レーンをノンストップ通行した場合にのみ適用されます。 

 〈登録できる車両〉 

 ・車の所有者が障害者本人またはその親族等の個人名義のもの（自家用） 

  ※割賦購入中(ローン)または長期リース中で所有者欄に法人名が記録されてい 

   る場合は，支払い期間中であることのわかる契約書等が必要です。（支払い 

   が完了している場合は，個人名義への変更手続きが必要です。） 

 〈申請に必要な書類〉 

  ①身体障害者手帳・療育手帳（第１種A1またはA2） 

 ②車検証（電子車検証の場合は，原本と自動車検査証記録事項の書面が必要） 

  ③契約書（割賦購入中または長期リースの場合） 

  ④運転免許証（本人運転の新規申請の場合） 

  ※車両登録をしない場合は，上記の①と④のみで構いません。 

  ＥＴＣを利用した割引を希望される方は，さらに以下の書類が必要です。 

  ⑤ＥＴＣカード（障害者本人名義） 

 （自ら運転しない未成年の場合は，親権者または法定後見人名義のものでも可） 

 ⑥ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書等 

 ※割引適用には有効期限があります。割引制度を更新する場合，⑤と⑥は前回申

請時から変更がなければ不要です。   

 

●申請からご利用までの流れ 

 

          
障がい福祉課で申請 

ＥＴＣを利用される場合 

障がい福祉課で発行した「ＥＴＣ利用申請証明
書」の入った封筒をお渡ししますので，切手を 

貼付し，ポストへ投函してください。 

約３週間後，ＥＴＣレーンでの割引のご利用が 

可能となる日が割引実施事業者から書面により 

通知されます。 

ＥＴＣを利用されない場合 

車両を登録しない場合 

申請当日からご利用可能です。料

金お支払時に，係員に有料道路割

引シールの貼付されたページをご

堤示ください。 

問い合わせ先 
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自動車を利用される方へ■ 

○自動車運転免許取得費の助成 

  身体障害者，知的障害者，精神障害者等で就労等社会活動への参加促進のため， 

 運転免許を取得しようとする方に，その費用の一部が助成されます。 

 

〈限度額〉 10万円（免許取得に直接要した費用の3分の2以内） 

 

〈身体障害者用教習車を設置している自動車学校〉 

問い合わせ先 
○身体障害者用自動車改造費の助成 

  身体障害者が就労等のため自らが運転する自動車を改造するとき，その費用の一 

 部が助成されます。 

〈対象者〉                                                                                                    

  身体障害者手帳所持者で上肢，下肢，体幹のみで1～6級の障害を有する方（3～6 

 級の方については，自動車運転免許証に改造自動車使用等の条件が付されているこ 

 と）で，特別障害者手当で用いている所得制限にかからない世帯に属し，自らが所 

 有している車を就労等の目的のために改造する方。（ただし，前回の改造費助成か 

 ら5年間は原則として新たな改造の申請はできません。） 

 〈限度額〉 10万円 

○こうちあったかパーキング制度 

  公共施設や店舗などの「障害者等用駐車場」を利用する障害者や高齢者，妊産婦 

 等で移動に配慮が必要な方に，県内共通の利用証を交付する制度です。 

  申請時には，障害等の状況に応じて身体・療育・精神・母子健康の各種手帳，介 

 護保険被保険者証，特定疾患医療受給者証，特定医療費（指定難病）受給者証，小 

 児慢性特定疾病医療受給者証，医療機関・療育機関等の証明書，医師の診断書など 

 が必要となります。ご家族が代理で申請する場合は，代理人の方の身分証明書が必 

 要です。 

○駐車禁止除外指定車標章の交付 

  視覚，聴覚，上肢，下肢，移動機能，心臓，腎臓，肝臓，呼吸器，小腸機能等お 

 よび療育手帳Aなどの障害のある方で歩行が困難な場合は，県公安委員会から「駐車 

 禁止除外指定車標章」の交付が受けられる場合がありますので，最寄りの警察署に 

 お問い合わせください。 

  申請時には，車検証・免許証・身体障害者手帳または療育手帳の原本と，それを 

 コピーしたものが各2部必要となります。（身体障害者手帳は，写真，氏名，障害 

 名，等級，住所が写るように広げてコピーしてください） 

  また，介護者を必要とする場合には，窓口で相談をしてください。 

○高知市駐車場料金の割引 

  運転者ご本人または同乗者が，身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉 

 手帳のいずれかを駐車料金清算時に提示すると，以下の駐車場の最初の1時間までの 

 駐車料金が全額免除になります。 

 〈対象となる駐車場〉  

  高知市中央公園地下駐車場 （TEL 872-7450） 

  高知市県庁前通り地下駐車場 （TEL 822-1175） 

  ※スタンプサービスとの併用は不可。手帳所持者が市外居住でも対象となります。 

   

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

 823－9053 

※自動車運転免許を取 

 得する前に申請しな 

 ければなりません。 

 

高知県警察本部 

運転免許センター 

 893－1221 

 

（自動車改造の一例） 

左アクセル取付 

手動アクセルブレーキ 

取付 

※改造する前に申請し 

 なければなりませ

ん。 

 

 

 

高知県障害福祉課 

企画調整担当 

 823－9633 

 

  

 

 

 

居住地を管轄する警察 

高知警察署 

 822－0110 

高知南警察署 

 834－0110 

高知東警察署 

    866－0110 

 

 

都市建設総務課 

 823－9216 
 

問い合わせ先 
学 校 名 所 在 地 電話番号 

高知県自動車学校 高知市一宮中町3丁目1-2 （088）845－1411 
安芸自動車学校 安芸市川北甲2100 （0887）34－3181 
高知中央自動車学校 

※左アクセル対応車両のみ 
高知市江陽町4-50 （088）883－3251 
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■自動車を利用される方へ 

○高知市文化プラザの駐車場料金の割引 

  高知市文化プラザかるぽーとの駐車場料金のはじめの1時間が無料になります。 

 料金支払時に手帳を提示してください。 

  〈対象者〉 

 ・1～4級の身体障害者手帳所持者本人が運転する場合 

 ・

○はりまや地下駐車場の料金の割引 

  はりまや地下駐車場の料金のはじめの1時間が無料になります。料金支払時に 

 手帳を提示してください。 

  〈対象者〉 

 ・身体障害者手帳または療育手帳所持者本人が運転する場合 

 ・身体障害者手帳または療育手帳所持者を介護する家族等が運転する場合

○桂浜公園駐車場の料金の割引 

  桂浜公園駐車場の有料時間帯（8時半～18時）の駐車料金（普通自動車・軽自動車 

 1台400円）が，1台200円になります。 入場時に手帳を提示してください。 

   〈対象者〉 

 ・身体障害者手帳または療育手帳所持者本人が運転する場合 

 ・身体障害者手帳または療育手帳所持者を介護する家族等が運転する場合 

○在宅重度障害者移動支援事業 

  在宅の重度障害者・児が通院，会合および訪問等にタクシーを利用する場合ま 

 たは自動車燃料を給油する場合に，その料金の一部を助成します。 
 

 〈自動車燃料を給油する場合の対象車両〉 

  下記の対象者等が所有する自動車税（軽自動車を含む）減税対象車両または有料 

 道路における障害者割引対象車両 ※1名につき1台のみ 
 

 〈助成額〉 

  年間13,200円（400円券×33枚綴り1冊，年度途中で新たに対象者となった方は， 

 月割の枚数で交付します） 

 〈対象者〉 

  高知市内に住所を有する，身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方のう

ち次のいずれかに該当する方 

(1)  下肢または体幹機能障害が1級または2級の方 

(2)  体幹または下肢に4級以上の障害があり，上肢の障害と合わせて1級または2級

の障害となる方 

(3)  視覚障害1級の方 

(4)  呼吸器機能障害1級のうち，常時酸素ボンベの携帯が必要な方 

(5)  療育手帳A1の方 

 ※ 上記に該当する方でも，施設入所中の方（一部対象施設有）および入院中の方

は対象になりません。 

 

問い合わせ先  

高知市文化プラザ 

   883－5011 

 

 

 

 

TFI株式会社 

 871－0990 

 

 

 

 

桂浜公園管理事務所 

 841－4140 

 

 

 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

 823－9053 

 

※鏡地区の方について

は，類似の旧制度を

引き継いでおります

ので，詳しくはお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
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補装具について 
○補装具費の支給 

  身体上の障害を補うため，障害児・者または難病等の方に補装具費の支給を行いま 

 す。 

  支給には事前の申請が必要です。 

 ※ いずれかが必要となります。 

 〈18才以上の方〉 

  表中の「判定・意見書等は不要」以外は，補装具の必要性や処方内容について，医 

 学的判定および医師の意見書が必要です。 

  県立療育福祉センターまたは指定する補装具判定医のいる医療機関での判定（事前 

 に申請が必要）は無料ですが，その他の医療機関での意見書は，費用が発生する場合 

 があります。 

 〈18才未満の児童〉 

  補装具費の支給については，指定自立支援医療機関または保健所の医師等の意見書 

 が必要です。 

○補装具費の利用者負担 

  申請により必要と認められると，補装具の購入費または修理費が支給されます。利 

 用者負担は，原則として1割です。（所得に応じて一定の負担上限があります） 

 

障がい福祉課 

医療福祉担当 

 823－9053 

※各補装具の支給対象

となる障害等級につ

いては，お問い合わ

せください。 

 

例）車椅子 

 ・原則として下肢機

能障害2級以上の

方等 

電動車椅子 

 ・原則として両下肢

機能障害2級に加

え，上肢に障害が

あり，車椅子操作

の困難な方等 

 

※車椅子，電動車椅

子，歩行器について

は，病院や施設等に

入院，入所している

方は，原則として交

付対象となりませ

ん。 

 

※介護保険対象者は，

介護保険サービスが

優先です。また，交

通事故，労働災害に

よる障害で手帳を取

得されている方につ

いても，他制度が優

先となる場合があり

ます。 

 

※本人または配偶者の 

 市町村民税所得割納 

 税額が46万円以上の 

 場合，支給対象外と 

 なります。ただし， 

 18歳未満の児童が対 

 象者の場合，所得制 

 限はありません。 

問い合わせ先 
 

判定が必要 

 

判定が必要 
  

肢
体
不
自
由 

義肢 

装具 

姿勢保持装置 

電動車椅子 

車椅子 

重度障害者用 

意思伝達装置 

 

 

車椅子 

歩行器 

松葉杖 

 

多脚杖 

 

 

 

児
童
の
み 

起立保持具 

排便補助具 

頭部保持具 

 

 

 

 
補聴器 

  
視
覚
障
害 

  弱視眼鏡 

矯正眼鏡 

遮光眼鏡 

コンタクトレンズ 

義眼 

盲人安全杖 

 

 

 

 

所得区分 自己負担 負担上限月額 

一 般 市民税課税世帯 1割負担 37,200円 

低 所 得 市民税非課税世帯 

0円 

生活保護 生活保護受給世帯 

 ※ ただし，基準額を超過した金額については，全額自己負担となります。 

 ※ 18才以上の方は本人および配偶者，18才未満の児童については，世帯全員の市民税課税状況に 
   より負担上限額を算定します。 

 ※ 生活保護，特定中国残留邦人等支援給付の境界層に対する負担軽減措置について 

   利用者負担額を負担することにより，生活保護または特定中国残留邦人等支援給付の対象と 
   なってしまう場合は，対象とならないよう負担額を軽減する措置です。詳細については，お問 
   い合わせください。 
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■補装具について 

○補装具費支給までの流れ 

市 

利用者 

（申請者） 

 ③契約 

 ④製品の引き渡し 

⑧補装具費の支払 

  ①補装具費支給申請 

 ⑤補装具の購入（修理）費のうち 

  自己負担額の支払 

 

 ⑥補装具支給券を提出 

補装具製作 

（販売）業者 

  ②補装具費支給決定（種目・金額） 

県立療育福祉センター 

または指定医療機関 ③－１製作指導 

③－２適合判定（※） 

①－１意見照会 

   判定依頼 

⑦代理受領に係る補装具費支払請求書を提出 

①－２意見書の交付 

   判定書の交付 

 ※ 適合判定… 完成した補装具が体にあっているかどうかを確認します。義肢，装具，車椅子（オーダー

メイド）等が対象です。 

〈補装具判定医師のいる主な医療機関〉                  （令和6年4月1日現在） 

※ 判定の予約は，障がい福祉課を通じて行います。  判定医療機関 判定科目 判定医師名 判定日等 

療育福祉センター 
肢体不自由関係 

三宮 奈穂 奇数月 第１金曜日 午後（※巡回相談専用） 

山川 晴吾 第２・４木曜日 午後 

聴覚関係 横畠 悦子 第３火曜日 15：00 

高知西病院 肢体不自由関係 
梶谷 充 火曜日 15：30～16：30 

橋本 豊年 （手術等のため若干遅れることあり） 

高知大学医学部附属病院 肢体不自由関係 柳川 祐輝 金曜日 10：00～12：00 

県立あき総合病院 

肢体不自由関係 担当科医師 予約時，調整 

聴覚関係 担当科医師 予約時，調整 

視覚関係 担当科医師 予約時，調整 

高知赤十字病院 肢体不自由関係 十河 敏晴 火曜日 13：00～15：00 

近森リハビリテーション病院 肢体不自由関係 
中山 衣代 

木曜日 14：00～15：30 
和田 恵美子 

みなみの風診療所 肢体不自由関係 今井 稔也 予約時，調整 

南国中央病院 肢体不自由関係 宮本 寛 予約時，調整 

奥谷整形外科 肢体不自由関係 奥谷 陽一 
火曜日 8：30～9：00 

（連絡あれば判定枠外でも調整可） 
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補装具について■ 

○軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児・者の聞こえの確保と言語の発達を支援するた 

め，補聴器購入費用の助成をします。 

 

 〈対象者〉 

  次のいずれかの要件を満たす者 

 ・ 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の18歳未満の児童。（ただし，医師が必要性を認めた場合は， 

  両耳もしくは片耳の聴力レベルが30デシベル未満も対象となります） 

 ・ 18歳の時点において両耳の聴力レベルが交付対象で，医師が軟骨伝導式補聴器装用の必要を認めた 

  18歳以上の者。  

 

 〈助成額〉 

  補助基準額のおおむね2/3を補助します。 

  ※ 購入前に申請が必要です。 

  ※ イヤモールド交換を含め，修理についての補助はありません。 

  ※ 既に補聴器を使用している方で，受信機等追加機器のみが必要な場合についても助成対象となりま 

   す。 

 

〈助成対象外〉 

 ・対象者本人又は配偶者の市町村民税所得割額が，46万円以上であるとき。 

  ただし，18歳未満の児童が対象者の場合，所得制限はありません。 

 ・同一世帯の世帯員のうち，市町村民税所得割の額が最も高額の者が県税及び市税を滞納しているとき。 

 

主な補聴器機種 基準額に含むもの 基準額 補助額 

軽度・中等度難聴用耳かけ型 

・補聴器本体（電池を含む） 

・イヤモールド 

52,900円 35,000円 

高度難聴用耳かけ型 55,900円 37,000円 

重度難聴用耳かけ型 80,700円 53,000円 

補聴器の基準額に右の追加機器を加え

た額で補助額を計算します。 

・受信機               97,300円 

・ワイヤレスマイク（１台のみ） 135,400円 

・オーディオシュー        5,250円 
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日常生活用具の給付 

障害児・者または難病等の方の日常生活を容易にするため，日常生活用具の給付制度があります。対象年齢，基準額およ

び耐用年数については，品目によって異なりますので，下記までお問い合わせください。なお，給付後の修理については，

給付を受けた方の負担となります。ただし，介護保険対象者は，介護保険サービスが優先です。 

日常生活用具の給付の利用者負担については，補装具費の利用者負担と同様の取扱いとなります。（21ページ下段参照）                

問い合わせ先：障がい福祉課 医療福祉担当  823－9053   

※ 四肢体幹機能障害・四肢機能障害の手帳をお持ち

の方は，上肢・下肢別々の判定を要します。 

詳細は，下記までお問い合わせください。 

分区 種  目 障害および程度 基準額 耐用年数 

視

覚

障

害

 

視 覚 障 害 者 用 時 計 

視覚障害2級以上で原則学齢児以上 

音声式       13,300円 

触読式       10,300円 
10年 

視 覚 障 害 者 用  

 

録音再生機能    85,000円 

再生専用      48,000円 

テープレコーダー等 23,000円 

６年 

読 上 げ 装 置 
99,800円 ６年 

小 型 送 信 機 
7,000円 10年 

視 覚 障 害 者 用 ラ ジ オ 29,000円 ６年 

点 字 器 視覚障害児・者 

標準型真鍮板製   10,400円 

標準型プラスチック製 9,000円 

携帯型アルミニウム製 7,200円 

携帯型プラスチック製 1,650円 

標準型 ７年 

携帯型 ５年 

点 字 タ イ プ ラ イ タ ー 
視覚障害2級以上（就労・就学している方等）

で，原則学齢児以上 
63,100円 ５年 

音 声 式 体 重 計 視覚障害2級以上（視覚障害者のみの世帯およ

びこれに準ずる世帯）で，原則学齢児以上 

18,000円 
５年 

音 声 式 体 温 計 9,000円 

視 覚 障 害 者 用 

拡 大 読 書 器 

視覚障害児・者で本装置により文字等を読む

ことが可能となる方で，原則学齢児以上 
198,000円 ８年 

視 覚 障 害 者 用 

読 書 支 援 機 器 

視覚障害2級以上で本装置により文字等を読む

ことが可能となる方 
200,000円 ６年 

視覚障害2級以上 200,000円 ２年 

視 覚 障 害 者 用 秤
視覚障害2級以上（視覚障害者のみの世帯およ

びこれに準ずる世帯）で，原則学齢児以上 
24,000円 ５年 

夜盲の症状を呈する視覚障害児・者または網

膜色素変性症等の難病患者で，原則学齢児以
上 

395,000円 ８年 

点 字 図 書 
主に点字により情報を入手している視覚障害
児・者 

図書価格との差額を助成 
６タイトル 

24巻/年 

聴 

覚 

障 

害 
聴 覚 障 害 者 用 

屋 内 信 号 装 置 

聴覚障害2級以上（聴覚障害者のみの世帯およ
びこれに準ずる世帯） 

87,400円 10年 

（ フ ァ ッ ク ス ） 

聴覚または言語機能に障害がある方で，原則
学齢児以上 

71,000円 ５年 

聴 覚 障 害 者 用 

情 報 受 信 装 置 

聴覚障害児・者で本装置によりテレビの視聴

が可能となる方 

アイドラゴン    88,900円 

字幕機能のみ    80,000円 
６年 

人 工 内 耳 用 外 部 装 置 

人工内耳を装用している聴覚障害児・者で

あって，購入する人工内耳用外部装置が医療
保険の適用を受けないもの 

300,000円 ５年 

人 工 内 耳 用 電 池 
聴覚障害児・者であって，人工内耳を装用し
ているもの 

2,000円 １月 

肢 

体 

障 

害 

特 殊 寝 台 下肢または体幹機能障害2級以上 154,000円 ８年 

 

（ 住 宅 改 修 ） 

下肢，体幹機能障害または移動機能障害を有

するものであって障害等級3級以上のもの 

（原則学齢児以上） 

200,000円  

便 器 

下肢または体幹機能障害2級以上の方で，原則
学齢児以上 

ポータブルトイレ等  4,450円 

手すり付のもの    9,850円 
８年 

訓 練 用 ベ ッ ド 159,200円 ８年 

体 位 変 換 器 15,000円 ５年 
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分区 種  目 障害および程度 基準額 耐用年数 

肢 

体 

障 

害 

入 浴 担 架 
下肢または体幹機能障害2級以上の方で，原則

３歳以上 
82,400円 ５年 

移 動 用 リ フ ト 
下肢または体幹機能障害2級以上の方で，原則

３歳以上 
159,000円 ４年 

入 浴 補 助 用 具 
下肢または体幹機能障害があり入浴に介助を必
要とする方で，原則3歳以上 

90,000円 ８年 

移 動 ・ 移 乗 支 援 用 具 
平衡，下肢または体幹機能障害を有し，家庭内
の移動等において介助を必要とする方 

60,000円 ８年 

特 殊 マ ッ ト 
 

62,800円 ５年 

特 殊 尿 器 
下肢または体幹機能障害1級で常時介助を要す

る方で，原則学齢児以上 
67,000円 ５年 

訓 練 椅 子 
下肢または体幹機能障害2級以上の障害児で，

原則3歳以上 
33,100円 ５年 

特 殊 便 器 
上肢障害2級以上または療育手帳A1，A2等の方

で，学齢児以上 
151,200円 ８年 

自 動 ペ ー ジ め く り 機 
両上肢障害2級以上の方で，自力でページをめ

くれない方 
300,000円 ６年 

Ｔ 字 状 ・ 棒 状 の つ え 
下肢，体幹または平衡機能障害児・者で，原則
学齢児以上 

4,460円 ３年 

そ 
の 

他 

の 

障 

害 

ス ト ー マ 用 装 具 
ぼうこうまたは直腸機能障害児・者で，ストー
マ造設者等 

消化器系      8,858円 

尿路系      11,639円 

消化器・尿路系  20,497円 

１月 

紙 お む つ 等 

3歳以上の高度の排便，排尿機能障害または脳
原性運動機能障害児・者もしくは難病患者で，

医師の診断書等で必要と認められる方 

12,000円 １月 

収 尿 器 下肢障害2級以上で高度の排尿機能障害者 

男性用普通型    7,700円 

男性用簡易型    5,700円 

女性用普通型    8,500円 

女性用簡易型    5,900円 

１年 

頭 部 保 護 帽 

 

スポンジ・革   15,200円 

プラスチック   36,750円 
３年 

携 帯 用 会 話 補 助 装 置 
音声，言語機能障害または肢体不自由で発声・
発語が困難な方で，原則学齢児以上 

98,800円 ５年 

透 析 液 加 温 器 
じん臓機能障害3級以上でCAPD法により透析を
行っている方で，原則3歳以上 

51,500円 ５年 

ネ ブ ラ イ ザ ー 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障
害児・者で，必要と認められる方 

36,000円 
５年 

電 気 式 痰 吸 引 器 56,400円 

人 工 喉 頭 
音声，言語またはそしゃく機能障害3級で，喉
頭摘出者等 

笛式       8,100円 

電動式      75,100円 

４年 

５年 

酸 素 ボ ン ベ 運 搬 車 
医療保険における在宅酸素療法を行っている身
体障害児・者 

17,000円 10年 

火 災 警 報 機 

 

15,500円 
８年 

自 動 消 火 器 28,700円 

情 報 ・ 通 信 支 援 用 具 
上肢障害2級以上で，通常の装置での入力およ
び操作が困難な方 

100,000円 ６年 

点 字 デ ィ ス プ レ イ 

 

383,500円 ６年 

電 磁 調 理 器 

 

41,000円 ６年 

非

常

用

電

源 

正弦波インバーター発電機 在宅で以下のいずれかの条件を満たすもの 

①常時人工呼吸器使用者 

②在宅酸素療法者（酸素濃縮器使用者） 

③在宅で腹膜透析を実施している者                    

100,000円 ５年 

ポータブル電源（蓄電池） 

日常生活用具の給付■ 
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■日常生活用具の給付 
○難病等の方を対象とした日常生活用具の給付 

  給付となる種目および対象者は，次のとおりです。申請には医師の診断書または特定医療費（指定難病） 

医療受給者証の写し等，対象者が難病患者であると確認できる文書を提出する必要があります。 
 

問い合わせ先：障がい福祉課 医療福祉担当  823－9053 

種  目  対  象  者 

特 殊 寝 台  寝たきりの状態にあるもの 

特 殊 マ ッ ト  寝たきりの状態にあるもの 

特 殊 尿 器  自力で排尿できないもの 

体 位 変 換 器  寝たきりの状態にあるもの 

移 動 用 リ フ ト  下肢または体幹機能に障害のあるもの 

訓 練 用 ベ ッ ド  下肢または体幹機能に障害のあるもの 

入 浴 補 助 用 具  入浴に介助を要するもの 

便 器  常時介助を要するもの 

移 動 ・ 移 乗 支 援 用 具  下肢が不自由なもの 

特 殊 便 器  上肢に障害のあるもの 

自 動 消 火 器  
火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者

等のみの世帯およびこれに準ずる世帯 

暗 所 視 支 援 眼 鏡  

原則学齢児以上で夜盲の症状を呈するもの 

（暗所視支援眼鏡の取扱い業者での試装着による有

効性の確認と暗所視支援眼鏡用医師意見書の提出が

必要） 

ネ ブ ラ イ ザ ー  呼吸器機能に障害のあるもの 

電 気 式 痰 吸 引 器  呼吸器機能に障害のあるもの 

 

（パルスオキシメーター）  
常時人工呼吸器の装着が必要なもの 

居 宅 生 活 動 作 補 助 用 具 

（ 住 宅 改 修 ）  
下肢または体幹機能に障害のあるもの 

非
常

用

電
源 

正 弦 波 イ ン バ ー タ ー 発 電 機 在宅で以下のいずれかの条件を満たすもの 

①常時人工呼吸器使用者 

②在宅酸素療法者（酸素濃縮器使用者） 

③在宅で腹膜透析を実施している者                   ポ ー タ ブ ル 電 源 （ 蓄 電 池 ） 
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住宅について 
○住宅改造(改修)の助成 

  日常生活に介護を要する高齢者や身体障害（児）者が，自己の居住する住宅を改造する場合に，その費用の 

一部を助成します。なお，新築や大規模な増改築，改造工事済みの住宅を購入する場合については，対象にな 

りません。  ①介護保険法 ②障害者総合支援法 

助 成 の 

対象となる 

改 造 内 容 

(1) 手すりの取付け 

(2)  

(3) 段差の解消 

(4) 引き戸等への扉の取替え 

(5) 洋式便器への便器の取替え 

(6)  

対 象 者 要介護認定または要支援認定者 

下肢，体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳

病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）を有す

る者であって，障害等級3級以上の者 

（ただし，特殊便器への取替えをする場合は，上肢機能

障害2級以上の者） 

※ 学齢児以上 

助 成 金 額 20万円（1割，2割または3割は自己負担） 
20万円（原則1割自己負担。ただし，非課税世帯は負担

なし。課税世帯は税額により上限あり。） 

申 請 時 

必 要 書 類 

・  

・工事見積書（内訳書） 

・住宅改修承諾書（ ） 

・施工前の日付入り写真 

・図面（平面図および展開図） 

・住宅改修が必要な理由書 

・居宅サービス計画書 

・日常生活用具給付申請書 

・工事見積書（内訳書） 

・住宅改修承諾書（名義が本人・配偶者以外の場合） 

・図面（平面図および展開図） 

・施工前の日付入り写真 

・住宅改修が必要な理由書  ③高知市住宅改造助成事業 ④高知市重度身体障害（児）者住宅改造助成事業 

事 業 対 象 

と な る 

改 造 内 容 

介護保険の住宅改修の種類に該当する工事 

 浴室，便所，洗面所，玄関，廊下，階段，台所，居

室及びアプローチの手すり取り付け，段差解消等の

小規模な改修工事 

(1) 障害者総合支援法の住宅改修の種類に該当する工事 

(2) 浴室，便所，洗面所，玄関，廊下，階段，台所，居

室及びアプローチの改造で，身体の状況等から特に

必要な工事 

(3) その他市長が必要と認める改造 

事 業 

対 象 者 

上記①対象者で，当該住宅の改造において高知市重度

身体障害（児）者住宅改造助成事業を利用していない

者 

上記②対象者で，かつ身体障害者手帳１級又は２級を所

持する者 

事 業 

助 成 金 

・助成額は，対象工事額に対象者の属する世帯の市町

村民税状況による助成率を乗じた額（1,000円未満は

切捨て）     （対象工事上限額 450,000円） 

課税世帯の場合  助成率1/2 上限額225,000円 

非課税世帯の場合 助成率2/3 上限額300,000円 

生活保護等又は中国残留邦人等に対する支援給付を

受けている世帯の場合 

助成率3/3 上限額450,000円 

・助成額は，対象工事額に対象者の属する世帯の市町 

村民税状況による助成率を乗じた額（ 1,000円未満は

切捨て）       （対象工事上限額750,000円） 

課税世帯の場合  助成率1/2 上限額375,000円 

非課税世帯の場合 助成率2/3 上限額500,000円 

生活保護等又は中国残留邦人等に対する支援給付を受

けている世帯の場合 

助成率3/3 上限額750,000円 

事 業 

申 請 時 

必 要 書 類 

（上記書類の他必要な書類） 

・高知市住宅改造助成事業申請書  ・誓約書 

・利用者基本情報（居宅介護） 

・高齢者実態把握票，相談・経過観察票（包括支援  

センター） 

・住宅改造に係る事前調査の結果説明に関する申出書 

（上記書類の他必要な書類） 

・高知市重度身体障害（児）者住宅改造助成事業申請書 

・誓約書 

・住宅改修が必要な理由書 

 ※ ①～④すべての事業で住宅改修を行う場合は，それぞれに必ず工事前に申請が必要です。 

   なお，①介護保険法と②障害者総合支援法の併用は認められません。この場合，①介護保険法が優先とな

ります。 

 ※ ①介護保険法の制度をご利用される方は，事前にケアマネジャーにご相談ください。 

 ※ 工事中や工事完了後では申請受付できませんのでご注意ください。 

 ※ 市町村民税の課税状況は，対象者の属する世帯の当該年度の課税状況とします。 

   （ただし，4～6月申請分は前年度の状況とします） 
 
 問い合わせ先 ① については，介護保険課 給付係 823－9959 

        ②④については，障がい福祉課 医療福祉担当 823－9053 

        ③ については，高齢者支援課 823－9441 
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■住宅について 

○障害者向け公営住宅について 

  手帳をお持ちの方のために，県営・市営住宅のうち障害者向けのものが建設されて 

 おり，空き住宅を対象に入居の募集が行われています。 

  詳しくは担当課までお問い合わせください。 

 

 (1) 県営住宅 

〈対象者〉 身体障害者手帳所持者・療育手帳・精神保健福祉手帳所持者等 

問い合わせ先  

 

 

 

 

 

高知県住宅供給公社 

 883－0344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 823－9067 

 

 

※車椅子 

 ・身体障害者手帳4

級以上かつ自立歩

行ができないこと

により常時車椅子

を必要とする状態 

問い合わせ先 
団 地 名 所 在 地   

春 野 高知市春野町内ノ谷1－1 7 7 
蒲 原 南国市岡豊町蒲原238 1 3 
横 浜 高知市横浜新町２丁目102 4 6 
若 草 町 高知市若草町3番 0 4 
船 岡 高知市神田23－1 0 14 
介 良 高知市介良570 0 11 

 (2) 市営住宅 

〈対象者〉 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳所持者等 

団 地 名 所 在 地 

対  象（戸数） 

車椅子世帯 車椅子単身 

新 本 町 東 新本町2丁目12番 2 0 
比 島 町 比島町2丁目2番 3 4 
比 島 町 北 比島町3丁目7番 6 0 
鏡 川 町 鏡川町16番地 4 10 
百 石 町 百石町3丁目1番33号 4 1 
北 竹 島 町 北竹島町29番地1 8 0 
潮 江 小石木町204番地 5 2 
三 里 十 津 南 十津5丁目2～5番・7番 4 0 
三 里 十 津 北 十津5丁目17番 4 0 
曙 町 曙町1丁目20番・21番・24番 2 0 
若 草 町 若草町3番1・2号 3 3 
若 草 町 西 若草町12番 5 0 
鴨 部 鴨部1丁目13番 7 0 
昭和町ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅 昭和町8番18号 2 0 
潮江第二ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅 百石町3丁目6番8号 1 1 
栄田町ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅 栄田町1丁目5番12号・6番20号 2 0 

 上記の表の他に「障害者世帯」「障害者単身」向けの住宅があります。 

ただし，住宅の設備は一般の住宅と同じですので，下肢障害の程度の重い方等は 

居住に困難な面があります。 
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在宅福祉サービス 
○障害者相談支援事業 

  障害福祉に関する相談に応じ，必要な情報の提供や助言，その他の障害福祉サービ 

 スの利用支援等，必要な支援を行うとともに，虐待の防止やその早期発見のための関 

 係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行います。具 

 体的には，次のようなサービスを提供します。 

(1)  福祉サービスの利用援助（情報提供，相談等） 

(2)  社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言，指導等) 

(3)  社会生活力を高めるための支援 

(4)  権利の擁護のために必要な援助 

(5)  専門機関の紹介 

(6)  実態把握に基づく要援護者台帳の整備 

(7) その他当該事業を実施するために必要と認められる訪問相談活動，ケアマネジメ

ントと啓発広報活動等 

 

○身体障害者への車椅子貸出事業 

  身体障害者手帳を持っている方に，車椅子を無料で貸し出します。 

  ただし，介護保険で同様のサービスが受けられる方または病院や施設等に入院・入 

 所している方は対象となりません。（貸出期間は1ヶ月以内） 

   

 

○高知市ふれあい収集 

  高齢者や障がいのある方が，住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づ 

 くりを目的に，要介護認定者等のみで構成された世帯のうち，世帯員自らごみをごみ 

 ステーションまで持ち出すことが困難で，親族や近隣住民などの協力を得ることがで 

 きない世帯を対象に，訪問による玄関先からのごみの収集を行います。また，希望す 

 る方にはお声がけをすることにより，安否確認をします。 

 対象地区：市内全域 

 対象世帯：高知市内の居宅で生活している高齢者や要介護認定者のみの世帯で，可燃 

           ごみやプラスチック製容器包装を，世帯員自ら持ち出すことが困難で，親 

           族，近隣住民等の協力を得ることができない世帯 

 1 70歳以上で要介護1以上の認定を受けている一人暮らしの世帯 

 2 身体障害者手帳の交付を受けている一人暮らしの世帯 

 3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている一人暮らしの世帯 

 4 療育手帳の交付を受けている一人暮らしの世帯 

 ※ ただし，同居者がいる場合でも，上記のいずれかに該当する世帯員のみで構成 

   されている世帯は対象とします。 

 ※ 難病等によりごみ出し困難な場合もふれあい収集の対象となる場合があります。 

  

 申請に必要なもの 

 ・高知市ふれあい収集事業利用申請書 

 ・身体障害者手帳または療育手帳の写し 

 ・介護保険被保険者証の写し 

 ・精神障害者保健福祉手帳の写し 

問い合わせ先  

 

・  

 882－9391 

 

・  

 802－8166 

 

・  

 856－9255 

 

・  

 820－5211 

 

※各センターの所在地
及び担当地域の詳細
については48ページ
に掲載 

 

 
 
 
障がい福祉課 

医療福祉担当 

 823－9053 

 

 

 

 

 

環境業務課 

 856－5374 
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■在宅福祉サービス 

○訪問理美容サービス事業 

  理・美容師が，ご自宅を訪問して理・美容サービスを行います。 

 〈対象者〉 

理・美容院でサービスを受けることが困難な在宅の要介護高齢者等で，市町 

   村民税非課税世帯の方で，次のいずれかに該当する方 

 ・要介護3～5の方 

 ・身体障害者手帳1級，2級の方 

 ・その他市長が必要と認める者（介護扶助10割（H501）の方） 

 〈内容〉 

  理・美容師の出張費として，利用券（年度内2枚）を支給します。 

  理・美容サービス料金（洗髪・顔そり・シャンプー・カラー等）は自己負担です。 

 ※1 理・美容院までの自力または介助により移動・移乗，サービス中の座位保持 

   等が困難な方 

○寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

 業者が利用者宅を訪問し，布団等をお預かりしてクリーニングします。また，希 

 望する方には，代替布団を無料で貸し出しています。 

 〈対象者〉 

  単身又は高齢者のみの世帯，若しくはこれに準ずる世帯に属し，市町村民税非課税 

 世帯の方で 寝具の衛生管理が困難な在宅の方のうち，次のいずれかに該当す   

 る方 

 ・要介護4,5の方 

 ・身体障害者手帳1級，2級の方 

 ・その他市長が必要と認める者（介護扶助10割（H501）の方） 

 〈内容〉 

  利用券（年度内2枚）を支給します。 

自己負担は1回600円です。 

 ※2 身体状況から寝具の汚染があり，自力または介助により衛生管理が困難な方 

 ※3 生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方は無料 

 

○緊急通報装置利用助成 

  高知市に登録されている民間事業所の緊急通報装置を利用する場合に，助成金を 

 交付します。 

 〈対象者〉 

  生活上不安のある一人暮らしの方のうち，おおむね65歳以上の方または重 

 度身体障害者 

 〈助成額〉 

  1ヶ月あたり418円（税込）以内。 

  生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方には，初期 

 の緊急通報装置設置費用について11,000円（税込）を上限に助成します。 

問い合わせ先  

高齢者支援課 

 823－9441 

 

＜相談窓口＞ 

要介護認定者は，ケ

アマネジャーにご相談

ください。 

 

身体障害者手帳をお

持ちの65歳未満の方で

ケアマネジャーのいな

い方は，高知市障害者

相談センターにご相談

ください。 

 

・  

 882－9391 

 

・  

 802－8166 

 

・  

 856－9255 

 

・

 820－5211 

 

※各センターの所在地

及び担当地域の詳細

については48ページ

に掲載 

問い合わせ先 
※1 

※3 

※2 
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仕事について 
障害者が就職しようとするとき，どのような援助が受けられるのか，また事業所側

の障害者雇用についての責務について概要を紹介します。 

○公共職業安定所 

 障害者の方に対する職業相談等について，専門の職員が対応しています。お仕事探

しのお手伝い等，個別の事例に対するサービスを行っています。 
 

＜主な支援＞ 

・職業相談，紹介 

  お仕事探しの相談・紹介を行います。 

・定着支援 

  就職後，必要に応じ職場を訪問し，職場定着の支援を行います。 

・関係機関との連携 

  地域障害者職業センターにおける専門的な職業リハビリテーションや，障害者就

業・生活支援センターにおける生活面を含めた支援を紹介するなど，関係機関と連

携した就職支援を行っている。 

○障害者職業センター 

 就職や職場定着，職場復帰を希望する障害のある方に対して，ハローワークや障害

者就業・生活支援センター等の関係機関と連携しながら支援を実施しています。 

 また，事業主に対して，ハローワーク等と連携しながら，障害のある方の雇入れや

雇用継続に関する相談・支援を実施しています。 
 

【主な支援】 

・職業準備支援 

 主に発達障害や精神障害，高次脳機能障害のある方などで，就職を目指す方に対して

個別のニーズに応じたカリキュラムを作成し，センター内に設けた支援室での作業や講

座，事業所での実習等を通じて，働くための基礎となる労働習慣，職場で必要となる基

本的なコミュニケーションやストレス対処の方法等を身に付けるための支援を行いま

す。 

＜支援期間：1～12週間＞ 

 

・ジョブコーチ支援 

 障害のある方の職場定着のためにジョブコーチが事業所を訪問し，障害のある方と職

場の方双方に対して，障害特性に応じた支援を行います。 

＜支援の期間：個別に必要な期間標準（2～3ヶ月）を設定＞ 
 

・リワーク支援 

 うつ病等で休職中の方を対象に職場復帰支援（リワーク支援）を行っています。 

 職場復帰のために必要なウォーミングアップなどの支援をセンターにて実施します。 

 また，必要に応じ復帰先企業でのリハビリ出勤等へのフォローを行い，円滑に復職で

きるよう支援を行います。 

 

※当センターの利用にかかる費用は無料ですが，賃金，各種手当，交通費等は支給され

ません。 

 

 

 

 

高知公共職業安定所 

専門援助部門 

障害者コーナー 

（ハローワーク高知） 

 878－5323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 866－2111 

FAX 866－0676 

問い合わせ先 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部 

         高知障害者職業センター  
〒781－5102 高知市大津甲770－3 

 

FAX 
URL 088－866－2111 

088－866－0676 
http://www.jeed.go.jp 
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■仕事について 

○障害者職業能力開発校 

 障害者の就職を容易にし，社会的自立を促進するため，能力に応じた職業能力開発

を実施しています。 

 主な訓練項目は，機械加工・製図（ＣＡＤ），ＯＡ機器操作，シスアド，会計ビジ

ネス等があります。 
 

国立 

問い合わせ先  

〒781－8560 

高知市大津乙2536－6 

高知公共職業安定所 

専門援助部門 

障害者コーナー 

（ハローワーク高知） 

 878－5323 

問い合わせ先 
名    称 電話番号 

北 海 道 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 0125－52－2774 
宮 城 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 022－233－3124 
中 央 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 042－995－1711 
東 京 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 042－341－1411 
神 奈 川 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 042－744－1243 
石 川 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 076－248－2235 
愛 知 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 0533－93－2102 
大 阪 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 072－296－8311 
兵 庫 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 072－782－3210 
吉 備 高 原 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 0866－56－9000 
広 島 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 082－254－1766 
福 岡 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 093－741－5431 
鹿 児 島 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 0996－44－2206 

県立 

名    称 電話番号 

青 森 県 立 障 害 者 職 業 訓 練 校 0172―36―6882 
千 葉 県 立 障 害 者 高 等 技 術 専 門 校 043－291―7744 
静 岡 県 立 あ し た か 職 業 訓 練 校 055－924－4380 
愛知県心身障害者コロニー春日台職業訓練校 0568－88－0811 
京 都 府 立 京 都 障 害 者 高 等 技 術 専 門 校 075－642－1510 
兵 庫 県 立 障 害 者 高 等 技 術 専 門 学 院 078－927－3230 

○障害者就業・生活支援センター 

仕事に就きたい人や仕事をしている人の様々な就労・生活相談をしています。そし

て，職業開拓，職場定着支援などをいろいろな機関と連携しながら行っています。 

名   称 所  在  地 電話番号 

 

シャイン 

高知市大原町76-2 
 

088－802－6185 
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仕事について■ 

○障害者雇用のための主な助成措置等 

制  度  名 内     容 

特定求職者雇用開発助成金 

◆特定就職困難者コース 

 障害者などの就職が特に困難な方をハローワークの紹介により，継続して

雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して，賃金の一部を助成するも

の。 

◆発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 

 障害者手帳を所持していない発達障害者または難治性疾患患者（雇入れ日

時点で満65歳未満の方）をハローワークの紹介により常用労働者として雇い

入れ，対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主に対して助成す

るもの。 

（障害手帳所持の方は上記の「特定就職困難者コース」が対象となります） 

障害者トライアル雇用助成金 

障害者を一定期間，試行的に雇用することにより適性や常用雇用の可能性を

見極め，求職者・求人者の相互理解を促進し，雇用機会の創出を図ります。 

 雇用期間は原則3ヶ月。月額40,000円 

※ただし，精神障害者の場合は，雇用期間は原則6～12ヶ月 

 助成金支給期間は6ヶ月で，3ヶ月までは月額80,000円，4ヶ月以降は月額

40,000円となります。 

障害者短時間トライアル 

雇用助成金 

障害者特性等により直ちに20時間以上勤務することが難しい精神障害者・発達

障害者を週10時間以上20時間未満で雇用し，原則3～12ヶ月の期間をかけなが

ら20時間以上の就業を目指します。月額40,000円 

※助成金の支給には，一定の要件がありますので，詳しくはハローワークにご相談ください。 

 

問い合わせ先  高知公共職業安定所 専門援助部門 障害者コーナー 878－5323 
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問い合わせ先 通報システムについて 

○Net119緊急通報システムについて 

 高知市Net119緊急通報システムは，スマートフォン,タブレット及びフィーチャーフォンの

インターネット機能を利用して，119番通報ができるサービスです。 

申請・登録方法 

高知市に在住又は高知市内の事業所，各種学校に通勤・通学される聴覚や言語等に障がいの

ある方が対象です。 

利用対象者 

１ 高知市Net119緊急通報システムは事前登録制です。あらかじめ登録申請を行う必要があ 

 ります。 

２ インターネット接続機能が使えるスマートフォン，タブレット及びフィーチャーフォン 

 が必要となります。 

３ 高知市Net119緊急通報システム利用規約を御確認いただき，同意された場合に限り，御 

 利用いただけます。 

利用条件 

高知市Net119利用申請書に必要事項を記入し，申請窓口に提出して登録を行ってください。

（詳細は高知市消防局総合指令課ホームページを御確認ください） 

申請窓口 

高知市消防局 総合指令課（総合あんしんセンター５階） 

○アプリによる110番通報システムの運用 

 聴覚や言語等に障がいがあり，言葉による110番通報が困難な方を対象に，専用アプリを使

用して文字や写真により，事件や事故の情報を警察に通報できるシステムを運用していま

す。 

 アプリの入手方法や詳しい操作方法は，高知県警察のホームページ「こうちのまもり」の

「検索」から『110番アプリシステム』と検索していただき，ご覧ください。 

高知市消防局 

総合指令課 

871－7503 

FAX 871－7518 

E-mail 

kc-190400@city.kochi.lg.jp 

高知県警察本部 

通信指令課 企画係 

826－0110 

FAX 875－2110 

高知県警察ホームページ こうちのまもり 110番アプリシステム 

https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2023111300256 
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○避難行動要支援者への取組 

 高知市では，災害時に自ら避難することが困難であり，避難に際し支援を要する避

難行動要支援者の名簿を作成し，ご本人の同意を得て地域の避難支援等関係者に名簿

を提供することで，日頃からの見守りや個人ごとの避難支援に係る計画(個別避難計

画)の作成など，災害時の避難支援につなげる取組を行っています。  

  

 対象（名簿掲載の対象者） 

 ●要介護認定3～5を受けている方   

 ●身体障害者手帳1・2級（総合等級）を所持する方  

 ●療育手帳Ａを所持する方  

 ●精神障害者保健福祉手帳１級を所持する方  

 ●日常生活で部分介助・全面介助を要する在宅難病患者  

 ●上記以外で特に支援の必要があり，支援を希望する方 

  

※ただし，生活の基盤が自宅にない方，または自力で避難することが可能である旨を申し出た方

は，名簿に掲載されません。 

 

 名簿提供先(地域の避難支援等関係者) 

 ・地区民生委員児童委員協議会 

 ・高知市社会福祉協議会 

 ・地区社会福祉協議会  

 ・自主防災組織 

 ・町内会（自治会・自治公民館等を含む） 

 ・高知市消防局，高知市消防団，高知県警察 

 ・その他市長が認めた団体 

  災害時には公的機関が様々な支援活動を行いますが，災害の規模が大きいと緊急の 

 支援が難しくなります。そのような場合に，地域の方同士で協力し，助け合うこと 

 が，避難行動要支援者の皆様の生命・身体を守ることにつながります。そのための準 

 備として，平常時から互いに顔の見える関係を作っていく必要があります。 

  新たに避難行動要支援者名簿の掲載対象となった方には，市から同意確認書を送付 

 しますので，ご返送いただきますようお願いします。以前からの対象者には，市から  

 あらかじめ文書を送付していますが，それ以外で特に支援が必要な方は，申し出によ 

 り名簿登録ができますのでお問い合わせください。 

 

○家具等転倒防止対策支援事業について 

  家具等の転倒防止器具の見積りと準備，取り付け等を市委託の事業者が無料で代行 

 します。ただし，器具購入代金については申請者負担となります。 

  受付期間等，実施状況については，お問い合わせください。 

 

 

地域防災推進課 

823－9040 

問い合わせ先 防災について 
地域防災推進課 

823－9040 
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社会参加の促進 
身体障害者の社会活動への参加と自立を促進するために，次のような事業を行っています。 

対象者 名   称 内    容 問い合わせ先 

視
覚
障
害
者 

レクリエーション

教室開催等事業 

視覚障害者に対し，社会生活に必要な知識の習得，体験交流

の場を設けています。（川柳教室，将棋教室など） 

高 知 県 

視 覚 障 害 者 協 会 

875－5247 

 
視覚障害者に対し，「さんＳＵＮ高知」を年12回，「こうち

県議会だより」を年4回点訳したものを発行しています。 

「さんＳＵＮ高知」は録音版・メール版，「こうち県議会だ

より」は録音版（デイジー版）も発行しています。 

823－9634 

 
高知県議会事務局 

823－9536 

｢あかるいまち｣ 視覚障害者に対し，「あかるいまち」を年12回，「市議会だ

より」を年4回（6・9・12・3月）要約し，点訳したものを発

行しています。 

録音版（テープ版・デイジー版）も発行しています。 

広 聴 広 報 課 

823－9446 

｢市議会だより｣ 
 

823－9400 

視覚障害者生活 

訓 練 事 業 

中途視覚障害者等が自立生活を送る際の不安を解消するた

めに，相談や歩行訓練などを訪問により行っています。 

障 が い 福 祉 課 

823－9378 

点 字 即 時 情 報 

 

日本経済新聞などの新聞情報のダイジェスト記事や，日本視

覚障害者団体連合が独自に取材した福祉情報などを，月曜日

から金曜日の毎日『点字ＪＢニュース』として，希望する視

覚障害者に点字又は電子メールでお届けします。 

オ ー テ ピ ア 高 知 

声と点字の図書館 

823－9488 

聴
覚
・
音
声
機
能
障
害
者 

手 話 通 訳 者 

派 遣 事 業 

聴覚障害者が様々な場面で，円滑な意思の疎通を図るために

手話通訳者を派遣します。 
822－2794 

FAX 875－5307 

 
聴覚障害者に対し，手話版「さんSUN高知」として手話動画を

年12回発信しています。 

高知県広報広聴課 

823－9046 

介助員派遣事業 

盲ろう者に対してコミュニケーション方法の支援，外出・移

動時の通訳・介助等を行うために，通訳・介助員を派遣しま

す。 

884－3794 

FAX   〃 

字 幕 入 り 映 像 

 
テレビ番組等に字幕をつけたDVDの貸出しを行っています。 

高知県聴覚障害者 

情 報 セ ン タ ー 

823－5922 

FAX 822－0750 

要 約 筆 記 者 

派 遣 事 業 

中途失聴者等で意思疎通を図ることに支障がある方が，公的

機関や医療機関等に赴く場合，円滑な意思の疎通を図るため

に要約筆記者を派遣します。 

生 活 訓 練 事 業 

聴覚障害者等の相談に応じ，必要な助言・指導を行うととも

に，適切なサービスが受けられるよう関係機関に繋ぐなどの

支援を行います。また，聴覚障害者向けの防災教室を開催し

ます。 

音声機能障害者 

発 声 訓 練 事 業 

喉頭摘出により音声機能を喪失した方に対して，発声訓練を

行っています。 

高知県喉友会事務局 

088－883－7010 

FAX      〃 

ぼ
う
こ
う
・

直
腸
障
害
者 

オ ス ト メ イ ト 

（ 人 工 肛 門 ・ 

 

ストマを造られた方や，そのご家族がお互いに励まし合い助

け合おうと作られた団体です。障害部位ごとに年数回の地域

交流会や医療相談も行っています。 

公 益 社 団 法 人 

日本オストミー協会

高 知 県 支 部 

822－8038 

肢
体
不
自
由 

レクリエーション

教室開催等事業 

肢体不自由者に対し，社会生活に必要な知識の習得，体験交

流の場を設けています。（料理教室，学習会等） 

特定非営利活動法人

高 知 県 肢 体 

障 害 者 協 会 

 090-4332-0626 
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社会参加の促進■ 

○文化・スポーツ・レクリエーション事業  
行 事 名 内    容 開催時期 照 会 先 

高 知 県 障 害 者 

ス ポ ー ツ 大 会 

県内の障害者が一堂に会し，スポーツを通じて親睦

を深め，体力の維持増進や社会参加の促進・増強を

図ります。 
 

高 知 県 立 障 害 者 

スポーツセンター 

841－0021 

FAX 841－0065  

全 国 障 害 者 

ス ポ ー ツ 大 会 

全国の障害者とスポーツを通じて親睦を深め，自立

更生や社会参加の促進に寄与するために選手団を派

遣します。 

10月下旬～ 

11月上旬 

 
高知市とその近隣市町村の障害者がスポーツを通じ

て親睦，交流を深めます。 
毎年秋開催 

特定非営利活動法人 

高 知 市 

身体障害者連合会 

872－3880 
 

 

障害のある方の作品を公募して，文化活動を促進す

るとともに，障害のある方に対する県民の理解を深

めます。 

10月

実行委員会事務局 

 

872－9497 
 

障害者の日々の生活の様子や作品を広く紹介すると

ともに，作品の展示販売等により県民との交流を通

じて障害者への理解と認識を深めます。 

11月 

実行委員会事務局 

 

872－9497 
FAX 872－7590 

 

障がいのある方の表現活動を紹介・支援する「高知

県障害者文化芸術活動支援センター」です。表現活

動に関する相談も受け付けるほか，ワークショッ

プ・レクチャー等の人材育成やアウトリーチも行っ

ています。 

展覧会やイベン

トは不定期 

相談や支援は通年 

藁工ミュージアム 

879－6800 
FAX 879－6800 

 

高知県内の障害者が集い，囲碁・将棋・オセロを通

じて相互の親睦を図り，交流の場を広げます。 
7月 

 

872－9497 
○ボランティアの養成 

点訳・音訳・デジタル

資料製作ボランティア

の養成 

点訳・音訳技術の指導を行い，点訳・音訳ボラン

ティアを養成します。また，文字情報をテキスト

データに変換するデジタル資料製作ボランティアを

養成します。 

オ ー テ ピ ア 高 知 

声 と 点 字 の 図 書 館 

823－9488 
手話奉仕員の養成 

講座で聞こえないことを正しく理解し，接し方を学

びます。手話奉仕員に必要な，聞こえる人が日常

使っている「音声言語」以外のコミュニケーション

方法や聴覚障がい者が抱える諸問題についても学習

し養成します。 

 

823－5922 
FAX 822－0750 

要約筆記者の養成 
難聴者や中途失聴者のコミュニケーションの保障を

図るために要約筆記者を養成します。 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 

 

879－5534 

FAX 866－9755 
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■社会参加の促進 

○車椅子用リフト付きバス 

  車椅子用リフト付きバスを次のところで貸し出しています。 

車  名 申込先 定  員 備  考 

太 陽 号 

高知県立障害者スポーツセンター 

 高知市春野町内ノ谷1－1 
841－0021 9人（運転手含む） 

（車椅子最大4台） 

ボランティアの運転手の協力

により運行 

詳細はお問い合わせください 

○車椅子専用タクシー 

  あらかじめ予約が必要です。タクシー会社によって，加算料金の対象となるサービスが異なりますので，お 

 問い合わせください。 

みどりタクシー 883－6131 営業所を出発し，運送を終えるまでの30分ごとに3,800円 

（時間制運賃） 

身体障害者手帳提示の方は1割引 

寝台車1台，車椅子のまま乗れるタクシー1台あり 

きらめき 088-856-8984 小型車両 1名同乗可 ，リフト車両 5名乗車可 有。基本料金

560円（リフト車610円）＋メーター運賃＋乗降介助料500円～ 

○身体障害者等社会参加応援バス「元気号」 

 障害者の方々の社会参加を促進するため，グループでの外出を「元気号」が応援します。事前に障がい福祉 

課までお申し込みください。 

対 象 者 

高知市内に住所を有する障害のある方で，車椅子を使用している方，単独で移動すること

が困難な方，公共交通機関での移動が困難な方のグループ 

※身体に障害のある方については，身体障害者手帳の交付を受けている方に限ります。 

※障害福祉サービス事業等の事業目的での利用はできません。 

運 行 日 随時運行  ※運行日の前月20日までにご予約ください。 

定 員 座席（補助席含む）16  車椅子席4 
（注）リフトの昇降能力は200kgです。車椅子の重さや大きさによっては乗車できない場合がありますので，車

椅子を使用している方が乗車される場合は，事前にお問い合わせください。 
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社会参加の促進■ 

○障害者が利用しやすい体育施設等 

施設名 所 在 地 電話番号 備   考 

高 知 県 立 

障 害 者 

ス ポ ー ツ 

セ ン タ ー 

高知市春野町内ノ谷

1－1 088-841－0021 
管理棟（卓球室，視覚障害者用卓球室，プレイルーム， 

    研修室等） 

体育館，テニスコート，アーチェリー場，グラウンド， 

直走路，プール※プールは７，８月のみ 

休館日…月曜日（休日の場合は，原則その翌日） 

    12月29日～1月4日 

…火曜日～土曜日   9時～21時 

    日曜日および祝日  9時～17時 

利用料…  

高 知 市 

 

高知市大原町158 088-833－4061 

主競技場，補助競技場，雨天練習場，プール， 

プレイルーム，トレーニング室・ランニング走路 

休館日…毎月第一木曜日（ ） 

     

    高知市納涼祭花火大会開催日・年末年始 

…9時～21時 

利用料…プール・トレーニング室・ランニング走路 

障害者および介助者（ ）無料

（ ） 

ただし，トレーニング室の利用は事前講習（無料）

受講が必要。

 

高 知 市 

総合運動場 

野球場，補助グラウンド，多目的ドーム，テニスコート，

相撲場，陸上競技場 

休場日…高知市納涼祭花火大会開催日・年末年始 

…多目的ドーム，相撲場  9時～21時 

その他       日の出～21時 

※  

利用料…陸上競技場については，障害者及び介助者（

）無料。

 

 
高知市桟橋通 2丁目

1－53 088-831-1166 
主競技場，補助競技場，プール 

休館日…年末年始（プールは，毎週月曜日が休館） 

…体育館 原則8時30分～21時 

    プール 9時～21時 

利用料…主・補助競技場を利用する障害者は，利用者の半

数以上が障害者の場合，施設使用料金のみ全額免

除とする。（付属設備料金は有料）プール利用

は，障害者及び介助者（１名）まで無料とする。 

 高知市五台山1736-1 088－878-1150 
25ｍプール，50ｍプール（ ），体育館（

），トレーニング室，ランニング走路，会議室 

休館日…毎月第一水曜日（ ） 

※ プールは，毎週水曜日，水の入替期間および

大会時 

 

…9時～21時 

利用料…プール・ランニング走路・トレーニング室について

は，障害者および介助者（ ）

無料。ただし，トレーニング室の利用は事前講習

（無料）受講が必要。 

 香美市香北町吉野1300 0887－59－2239 宿泊施設，野外炊さん場，体育館（※），グラウンド

（※），弓道場（※） 

（1年前から予約可） 

※については，平成18年度から香美市教育委員会 香北分

室（0887－52－9287）の管理 
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■社会参加の促進 

○オーテピア 

 『オーテピア』では，「オーテピア高知図書館」と「オーテピア高知声と点字の

図書館」が協力して，読書が困難な方や，図書館へ来ることが困難な方など，だれ

もが読書を楽しめるように，資料と環境を整えています。 

※（図）⇒オーテピア高知図書館，（点）⇒オーテピア高知声と点字の図書館でサー  

 ビスを実施しています。 

 

 1 読書にお困りの方へ（バリアフリー図書） 

 障害，高齢，病気など様々な理由で読書が困難な人が読めるように,いろいろな 

工夫がされた本を貸し出しています。 

（1）大活字本（図） 大きな文字で書かれた本 

（2）ＬＬブック（図）  

    絵や図，写真，わかりやすい言葉を使って書かれた本です。文字を読む 

   ことが苦手な人にもわかりやすい本です。 

 (3）布の絵本（図） 

    布で作られた絵本。ボタンやひも，ポケットが付いていたり，楽しいし 

     かけがいっぱい。 

（4）音声ガイド・字幕付きのＤＶＤ（図） 

    映像の情報を音声ガイドで補ったり，音の情報を字幕で補うことができ 

   る映像作品です。 

（5）点字図書（点） 活字図書を点字に打ち直した本 

（6）録音図書（点）  

     活字図書を音声で録音した図書。本屋大賞受賞作などのベストセラー，  

   推理小説，時代小説，ノンフィクションなどいろいろなジャンルの本があ 

     ります。録音図書再生機も貸し出しています。 

（7）マルチメディアデイジー図書（点） 

    音声サポート付きの電子書籍。知的・学習障害などで文字を読むことが  

   難しい人もわかりやすく読めます。再生用タブレットも貸し出しています。 

  ◎利用できる方 

   (1)～(4)はどなたでも利用できます。 

   (5)～(7)は活字での読書が困難な方。 

     

 2 バリアフリーサービス 

（1）録音・点字・マルチメディアデイジー図書郵送貸出サービス（点） 

   図書をご自宅までお送りします。録音図書再生機，タブレットも郵送しま   

  す。送付・返却とも無料。   

  ◎利用できる方：活字での読書が困難な方 

 (2）宅配貸出サービス（図） 

   本やＣＤなどを、ご自宅や病院までお届けします。 

  ◎利用できる方：病気やけが、障害などの事情により、お近くの図書館(市  

   町村図書館も含む)への来館ができない方。来館できる方はご利用いただ 

     けません。 

 (3）対面音訳サービス（図・点） 

   図書館にある図書や雑誌，お手持ちの文書などをボランティアが対面して 

  読み上げます。 ※事前予約制 

   ◎利用できる方：読書が困難な方 

 (4) 視覚障害者支援（点） 

   見えない，見えにくいをサポートする福祉機器や便利グッズの紹介，使用  

  方法などの相談に応じます。 

 

 

オーテピア 

高知声と点字の図書館 

823－9488 

 

オーテピア高知図書館

823－4946 

問い合わせ先 
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問い合わせ先 社会参加の促進■ 

  

  

 ☆開館時間 

・火曜日～金曜日  午前9時～午後8時 

・土曜日      午前9時～午後6時（7月・8月は午後8時まで） 

・日曜・祝日    午前9時～午後6時 

  

 ☆休館日 

月曜日（祝日の場合は開館） 

毎月第3金曜日（8月および祝日を除く） 

8月中に4日間（資料特別整理期間） 

年末年始（12月29日から1月4日まで） 

 

 

○高知市議会 

 本会議・委員会は原則として公開されており，どなたでも傍聴することができます。 

 傍聴席には，車椅子でご利用いただける席もあります。 

 本会議場では，傍聴席周りにテレコイル付補聴器・人工内耳を装用されている方に音

声がはっきりと聞こえる装置（難聴者用ヒアリングループ）を設置しています。現在，

テレコイル付補聴器・人工内耳を装用されている方は，お使いの補聴器・人工内耳のス

イッチを【Ｔ（テレコイル）】に切り替えて，ご使用いただけます。また，上記の補聴

器を装用されていない方は，議会事務局で専用受信機を貸出しております。貸出しを希

望される方は，議会事務局へお申込みください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会事務局 

議事調査課 

823－9400  
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■社会参加の促進 

○生活福祉資金の貸付けについて 

 

 低所得者，障害者または高齢者に対し，経済的自立生活と社会参加の促進を図り，

安定した生活が送れるよう，必要な指導援助とともに資金の貸付を行っています。 

 

 
 

高知市社会福祉協議会 

856－5539 

問い合わせ先 
生活福祉資金貸付条件一覧 

①
総
合
支
援
資
金 

資金の種類  据置期間 償還期間 

生活支援費 

住宅入居費 

 

一時生活再建費 

 

 

40万円以内 

60万円以内 

貸 付 の 日

か ら

6ヶ月以内

据置期間 

経過後 

10年以内 
 

※1ヶ月当た

りの償還計

画額の最低

額が1万円程

度になるよ

う設定 

※連帯保

証人を

立てる

場合は

無利子 

※連帯保

証人を

立てな

い場合

は1.5% 

連帯保証人 

原則連帯保証人を立

てるものとする。た

だし，連帯保証人を

立てない場合でも，

貸付を受けることが

できる。 

貸
付
対
象 

 失業者等，日常生活全般に困難を抱えており，生活の立て直しのために継続的な相談支援（就労支援，家計指導等）と生活費及び

一時的な資金を必要とし，貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって，次のいずれの条件にも該当する世帯 

(1) 低所得世帯であって，収入の減少や失業等により生活に困窮し，日常生活の維持が困難となっていること。 

(2) 借入申込者の本人確認が可能であること。 

(3) 現に住居を有していること，または生活困窮者自立支援法第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給申請を行い，住居の確保

が確実に見込まれること。 

(4) 実施主体および関係機関から，貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。 

(5) 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより，自立した生活を営めることと，償還を見込めること。 

(6) 失業等給付，職業安定資金融資，生活保護，年金等の他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず，生活費を賄うことができ

ないこと。 

(7)   申込者が離職後2年以内及び65歳未満の方 

②
福
祉
資
金 

福
祉
費 

生業を営むために必要な経費 

 

福祉用具等の購入に必要な経費 

冠 婚 葬 祭 に 必 要 な 経 費 

460万円 

技 能 を 習 得 す る 期 間 が 

250万円 

170万円 

250万円 

513.6万円 

150万円 

50万円 

50万円 

50万円 

50万円 

 
 
 

貸
付
の
日
（
分
割
に
よ
る
交
付
の
場
合
に
は
，
最
終
貸
付
日
） 

 
 

 
 
 
 
 

か
ら
６
ヶ
月
以
内 

 
 
 
 
 
 
 

据
置
期
間
経
過
後 

※連帯保証

人を立て

る場合は

無利子 

 

※連帯保証

人を立て

ない場合

は1.5％ 

原則連帯保証人を立

てるものとする。た

だし，連帯保証人を

立てない場合でも貸

付を受けることがで

きる。 

 
※技能習得については，

教育支援費に同じ 

緊急小口資金 10万円 
 

2ヶ月以内 12ヶ月以内 
無利子 

連 帯 保 証 人 を 

必要としない。 

教育支援費 

就学支度費 

 

 

50万円 

卒 業 後 

6ヶ月以内 2 0年 以内 
無利子 

不動産担保型生活資金 

不動産の評価額に基づき貸付限

度額を決定する。 

（土地の評価額の70％以内） 
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

 

契 約 の 終

了後3ヶ月

以 内 

 

 

据 置 期 間 

終 了 時 
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税の減免・保育料・運賃割引等 
○税金の控除および減免 

種 類 内    容 金 額 問い合わせ先 

住 民 税 

障害者控除（本人または配偶者もしくは扶養親族が身体障害者

手帳3～6級または療育手帳B1・B2） 

所 得 控 除 

２ ６ 万 円 

 市民税課 

   823－9421 特別障害者控除（本人または配偶者もしくは扶養親族が身体障

害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2） 

所 得 控 除 

３ ０ 万 円 

前年合計所得金額が135万円以下の障害者 非 課 税 

同居特別障害者控除（同居している配偶者もしくは扶養親族が

身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2） 

所 得 控 除 

５ ３ 万 円 

所 得 税 

障害者控除 

（障害程度は，住民税と同じ） 

所 得 控 除 

２ ７ 万 円 

 国税相談専用ダイヤル 

   0570－00－5901 
特別障害者控除 

（障害程度は，住民税と同じ） 

所 得 控 除 

４ ０ 万 円 

同居特別障害者控除（同居している配偶者もしくは扶養親族が

身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2） 

所 得 控 除 

７ ５ 万 円 

相 続 税 
障害者が相続により財産を取得した場合，障害の程度および年

齢に応じて減額されます。 
障害者控除 

贈 与 税 
特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受

益権のうち，6,000万円までの部分 
非 課 税 

事 業 税 

重度の視力障害者（両目の視力(屈折異常のある方については，

矯正視力)が0.06以下の方）が行うあんま，はり等医業に類する

事業 

非 課 税 

 中央西県税事務所 

   821－4652 
 または 

 中央東県税事務所 

   866－8500 
(事業所の所在地によって 

所管が異なります) 

自動車税 

環境性能割 

普通自動車，軽自動車が対象 

自動車を当該障害者が取得する場合 
減 免 

 中央東県税事務所 

  866－8510 自動車税 

種別割 

本人または当該障害者と生計を一にする親族や常時介護する者

が運転し，専ら当該障害者の用に供する自動車 

減免申請は納期限までに（新規登録の場合は登録時に） 

減 免 

軽自動車税 

種別割 

本人または当該障害者と生計を一にする親族や常時介護する者

が運転し，専ら当該障害者の用に供する4月1日時点で当該障害

者名義の軽自動車 

減免申請は納期限までに 

減 免 
 市民税課 

  823－9423 
非 課 税 

貯 蓄 制 度 

身体障害者手帳，療育手帳などの手帳を所持する障害者の預貯

金の利子等 

・銀行預金や公社債投資信託などの「マル優」 

・利付国債と公募地方債の「マル特」 

非 課 税 
 各金融機関の窓口 

※ 自動車に関する税金の減免については，15・16ページをご覧ください。  
 

 

 保育幼稚園課 

   823－4012 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 ○保育料の軽減・副食費の免徐 

 児童の保護者が身体又は精神障害を有している場合や，同居の親族(長期間入院等をしている親族

を含む。)を常時介護又は看護している場合は，保育を必要とする事由として保育施設への入所を

申し込むことができます。 

 また，市民税所得割(年税額)77,101円未満の階層に認定された方で次に該当する場合は，0～2歳

児クラスの場合は保育料の納付が軽減され，3～5歳児クラスの場合は副食費が免除されます。 

 

◎生計を同一とする在宅障害児(者)のいる世帯で，次に揚げる児(者)を有する世帯 

 ①身体障害者手帳の交付を受けた者 

 ②療育手帳の交付を受けた者 

 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

 ④特別児童扶養手当の支給対象児，国民年金の障害基礎年金等の受給者 

 

【申請に必要なもの】 

 該当する要件によって必要書類が異なりますので，保育幼稚園課(入所担当)にお問い合わせくだ

さい。 
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■税の減免，運賃割引等 

○ＪＲ・国内航空・タクシー・バス等の運賃割引 

【身体障害者手帳所持者】 

種 類 内    容  窓  口 備  考 

Ｊ Ｒ の 

 

介護者の同行する第1種身体障害者 

 普通・定期・回数乗車券および急行

券（特急券を除く）について全線 

 

5割引 

（手 帳 の

内容確認

が必要） 

なお，大人の第1種身

体障害者が介護者とと

もに乗車する場合は，

自動券売機での小児乗

車券の購入可 

 

 片道101㎞以上の区間の普通乗車券 

本人のみ 

5割引 

定期乗車券を利用する12歳未満の第2

種身体障害者の介護者 

介護者のみ 

5割引 

割 引 

上記に準じて，区間制限なく割引されます。 

ただし，10円未満は切上げとなります。 
同  上 同  上 

 

 

割引の有無や運賃は，

各航空運送事業者また

は路線によって異なり

ます。 

航空券購入時および搭

乗手続時に身体障害者

手帳の提示が必要 

身体障害者手帳所持者 

本人および同一

便に搭乗される

満12歳以上の 

介護者１名 

※本人が3歳から

11歳の場合は介

護者１名割引 

 

割 引 

 

 

第1種身体障害者手帳所持者 
5割引 

ま た は 

車 内 

電車の定期券購入は5

割引 

（ただし12歳以上に限る） 

バスの定期券購入は3

割引 

（ただし12歳以上に限る） 

購入時および利用時に

手帳の提示が必要 

※12歳未満の身体障害

者手帳所持者の介助人

1名は等級に関わらず

運賃5割引【電車のみ】 

第2種身体障害者手帳所持者 
本人のみ 

5割引 

や私鉄等 

制度的に定められていませんが，上記に準じて割引を行っているところがありますので，乗車券

販売窓口に照会してください。 

割 引  

身体障害者自身が乗車した区間の運賃

および料金 
1割引 車  内 

乗車時に障害者手帳を

提示すること。 

※割引の対象となる手帳は，身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳です。 

※個人情報保護の観点から，運転手は，タクシー運賃割引を受けるために提示された身体障害者

手帳等に記載されている情報を記録してはならないこととされています。 

（H25.1.22 四国運輸局長通知）  
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税の減免，運賃割引等■ 

【療育手帳所持者】 

種 類 内    容 割引内容 窓  口 備  考 

Ｊ Ｒ の 

 

介護者と同行する第1種知的障害者 

 普通・定期・回数乗車券および急行券 

 （特急券を除く）につき全線 

 

5割引 

（手帳の内容

確認が必要） 

なお，大人の第1

種知的障害者が介

護者とともに乗車

する場合は，自動

券売機での小児乗

車券の購入可 

 

 片道101㎞以上の区間の普通乗車券 

本人のみ 

5割引 

定期乗車券を利用する12歳未満の第2種

知的障害者の介護者 

介護者のみ 

5割引 

割 引 

上記に準じて，区間制限なく割引されます。 

ただし，10円未満は切上げとなります。 
同  上 同  上 

 

 

割引運賃は，各航

空運送事業者また

は路線によって異

なります。 

航空券購入時およ

び搭乗手続時に療

育手帳の提示が必

要 

療育手帳所持者 

本人および同一

便に搭乗される

満12歳以上の 

介護者１名 

※本人が3歳から

11歳の場合は

介護者１名割

引 

 

割 引 

 

 

 

第1種療育手帳所持者 
5割引 

または車内 

電車の定期券購入

は５割引 

（ただし12歳 

以上に限る） 

バスの定期券購入

は3割引 

（ただし12歳 

 以上に限る） 

購入時および利用

時に手帳の提示が

必要 

※12歳未満の療育

手帳所持者の介助

人1名は等級に関

わらず運賃5割引

【電車のみ】 

第2種療育手帳所持者 
本人のみ 

5割引 

や 私 鉄 等 

制度的に定められていませんが，上記に準じて割引を行っているところがありますので，乗車券

販売窓口に照会してください。 

割 引  

療育手帳所持者自身が乗車した区間の運

賃および料金 
1割引 車  内 

乗車時に療育手帳

を提示すること 

※個人情報保護の観点から，運転手は，タクシー運賃割引を受けるために提示された身体障害者

手帳等に記載されている情報を記録してはならないこととされています。（H25.1.22 四国運輸

局長通知） 

療育手帳にAの表示がある方は「第1種知的障害者」，療育手帳にBの表示がある方は「第2種知的障害者」です。 

 療育手帳に写真の貼付および第1種・第2種知的障害者の表示がない方は，割引が受けられませんので，障がい

福祉課で療育手帳の書換えの手続を行ってください。 
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■税の減免，運賃割引等 

○その他の減免について 

種 類 内    容 減免内容 窓  口 備  考 

ＮＨＫ放送

 

障害の種類（身体・知的・精神）にかかわら

ず，障害者を構成員に有する世帯で世帯構成

員全員が市町村民税非課税の場合 

全額免除 

823－2301 
平日10:00～17:00 

証明書の発行は， 

身体障害者または

知的障害者は障が

い福祉課，精神障

害者は健康増進課 

次の障害者が世帯主かつ契約者の場合 

①視覚・聴覚障害者 ②重度の身体障害者 

③重度の知的障害者 ④重度の精神障害者 

半額免除 

 

加入契約者が視覚障害者（1級・2級）で世帯

主であること 

基本利用料 

半額免除 

 

  
9:00～17:00 

 

福祉事務所長の証

明が必要 

無 料 扱 い 

点字郵便物 

特定録音物等郵便物（録音物又は点字用紙） 

＊日本郵便株式会社が指定した施設との発受

に限ります 

3㎏以下 

無 料 

および郵便局 

点字ゆうパック・ 

聴覚障害者用ゆう

パック 

減額後の運賃額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サイズは，縦・

横・高さ（㎝）の

合計の長さです。 

郵便物認可 

心身障がい者団体が発行する定期刊行物に対

して第三種郵便物の認可条件の特例が設けら

れています（1回の発行部数が500部以上のも

の） 

の

新聞 

50g以下 8円 

その他 

50g以下 15円 

減 額 

点字ゆうパック 30kg以内減額 

心身障がい者用ゆうメール 

※図書館との間の発受に限ります 

1㎏以下約半額 

※1㎏を超えるもの 

2㎏以内230円 

3㎏以内310円 

聴覚障がい者用ゆうパック 

間で，ビデオテープその他の録画物の発受

に限ります 

30kg以内減額 

 

身体障害者手帳または療育手帳の所持者およ

びその介護者（1名）については，下記施設の

入場料が免除となりますので，詳しくは各施

設にお問い合わせください。 

①高知城 ②牧野植物園 ③足摺海洋館 

④県立文学館 ⑤県立歴史民俗資料館 

⑥県立美術館 ⑦のいち動物公園  

⑧県立坂本龍馬記念館 ⑨県民体育館 

⑩自由民権記念館 ⑪高知城歴史博物館 

免 除 
販売窓口 

手帳の提示必要 

 

○身体障害者手帳所持者で視覚障害1～6級，

肢体不自由（上肢，体幹，乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による運動機能障害）1

級・2級，聴覚障害2～4級・6級，音声・言

語・そしゃく機能障害3級・4級 

○戦傷病者手帳所持者で視力障害の特別項症～第6項

症，上肢障害の特別項症～第2項症，聴覚障害の第2

項症・第4項症，音声・言語・そしゃく機能障害の第

1項症・第2項症・第4項症 

○療育手帳所持者 

○精神障害者保健福祉手帳所持者 

無 料 

ＮＴＴ西日本 

 

  
FAX 0120-104-134 

（土・日・祝日およ

び年末年始を除く） 

※FAXによるお問

合せの場合お客様

のお名前とFAX番

号を記載の上送信

ください 

ご利用になる前に，

事 前 登 録 が必 要 で

す。ふれあい案内の

利用については，Ｎ

ＴＴ西日本及びＮＴ

Ｔの104をご利用いた

だける通信業者の回

線（携帯電話含む）

から，104をダイヤル

した場合が対象とな

ります。 

 
肢体不自由の障害者手帳所持者 

なる。 
関係の各漁協  

 

身体障害者手帳または療育手帳の所持者 

精神障害者保健福祉手帳1～3級の所持者 

各社により 

異なる。 

㈱ NTT ド コ モ・ 

ａｕ・ソフトバン

ク㈱各社ショップ

または各社取扱店 

手帳の提示必要 

 

60 100円 

80 210円 

100 320円 

120 420円 

140 520円 

160 630円 

170 730円 
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障害のある方や児童が，自分で選択した場所に住み，持っている能力や適性をいかして，自立した日常生活を

営むことができるよう，障害者総合支援法等に基づく必要な障害福祉サービスおよび地域生活支援事業ならびに

児童福祉法に基づく障害児通所支援を実施しています。 

○障害福祉サービス 

名  称 内     容 

介
護
給
付 

 自宅で，食事や入浴，排せつの介護等を行います。 

重 度 訪 問 介 護 

重度の肢体不自由者または重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上

著しい困難を有する人であって，常に介護を必要とする人に，自宅で食事，

入浴，排せつの介護，外出時における移動支援などを総合的に行います。 

同 行 援 護 
視覚障害により，移動に著しい困難を有する人に，移動に必要な情報の提供

（代読，代筆を含む），移動の援護等の外出支援を行います。 

行 動 援 護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を回避するために

必要な支援，外出支援を行います。 

療 養 介 護 
医療を必要とする人であって，常に介護を必要とする人に，医療機関で機能

訓練，療養上の管理，看護，介護及び日常生活の世話を行います。 

生 活 介 護 
常に介護を必要とする人に，昼間，食事，入浴，排せつの介護等を行うとと

もに，創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

短 期 入 所 

（ シ ョ ー ト ス テ イ ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに，短期間，夜間も含め施設等で，食

事，入浴，排せつの介護等を行います。 

 
介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等の複数のサービスを包括的に行

います。 

施 設 入 所 支 援 施設に入所する人に，夜間や休日，食事，入浴，排せつの介護等を行います。 

訓
練
等
給
付 

自 立 訓 練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう，一定期間，身体機能または

生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就 労 移 行 支 援 
一般企業等への就労を希望する人に，一定期間，就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います。 

就 労 定 着 支 援 

就労移行支援事業等を経て一般就労した人であって，特に生活面の課題があ

る人に，一定期間，職場や自宅への訪問等により，生活リズムや体調管理に

関する課題について必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

就 労 継 続 支 援 

 

一般企業等での就労が困難な人に，働く場を提供するとともに，知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

共 同 生 活 援 助 

 

夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談，食事，入浴または排せつの介護

その他日常生活上の援助を行います。 

自 立 生 活 援 助 

障害者支援施設やグループホーム等から単身生活等をする人に，一定期間，

定期的な巡回や随時連絡を受けて行う訪問，また関係機関との連絡調整を行

う等，自立した日常生活を営むために必要な支援を行います。 

※ サービス利用を希望される方は高知市障害者相談センターまでお問い合わせください。 

○障害児通所支援 

名  称 内     容 

児 童 発 達 支 援 
未就学児を対象に，日常生活における基本的な動作の指導，知識・技能の付与，集

団生活への適応訓練などを行います。 

 

外出が著しく困難な児童を対象に，その居宅を訪問し，日常生活における基本的な

動作の指導，知識・技能の付与，生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

 
就学児を対象に，放課後や夏休み等の長期休暇中に，生活能力向上のために必要な

支援を行います。 

保 育所等訪 問支援 
障害児が通う保育所や幼稚園等へ出向き，本人や訪問先施設のスタッフに対して，

集団生活の適応支援を行います。 
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■障害者総合支援法および児童福祉法に基づく障害福祉サービス等 

○地域生活支援事業 

名  称 内     容 

移 動 支 援 事 業 
屋外での移動が困難な障害のある方に対して，地域における自立生活や社会参加を

促すことを目的として，外出のための支援を行います。 

日中一時支援事業 
障害のある方の日中における活動の場の確保や，見守り，社会に適応するための日

常的な訓練等を行います。 

訪 問 入 浴 事 業 
在宅で生活をされている重度の身体障害者に対して，訪問によりご自宅にて入浴

サービスを行います。 

家庭内において日常生活を営むのに支障のある方が低額料金で利用できる入居施設

です。 

 

  

施設名 経営主体 所在地 
 

電話 

   10 088－862－3522 
対象となる障害等につきましては，お問い合わせください。 

○サービスの利用申請について 

サービスを利用するためには高知市に申請する必要があります。申請後，調査を経て，「支援が必要な状態か

どうか」「どのくらいの支援が必要であるか」などが決まります。 

 

〈サービスの対象者〉 

以下の対象となる障害等がある方で，各種手帳等によりその障害等の確認ができる方 

対象となる障害等 障害等の確認に必要なもの 

身 体 障 害 身体障害者手帳 

知 的 障 害 療育手帳等 

精 神 障 害 次のいずれか 

・精神障害者保健福祉手帳  ・医師診断書  ・自立支援医療受給者証 

・障害年金受給を証明できるもの（年金証書等） 高次脳機能障害 

発 達 障 害 医師診断書等 

難 病 等 
国が定める対象疾患（369疾患）に罹患していることが分かる医師診断書または特定疾患

医療受給者証等 

〈申請・相談窓口〉 

申請は，障がい福祉課の窓口またはお近くの障害者相談センターにご連絡いただければ，申請書を持ってお伺

いさせていただきます。 

○高知市障害者相談センター 

  地域（大街） センター名称 所在地 
電話番号 

FAX番号 

東部 

布師田・大津・三里・ 

五台山・高須・介良・ 

南街・北街・下知 

障害者相談センター 

東部 

葛島4丁目3－3 
東部健康福祉センター内 

882－9391 
885－3556 

西部 
朝倉・鴨田・旭街・ 

初月・鏡 

障害者相談センター 

西部 

旭町2丁目21－6 

 障害者福祉センター２階 802－8166 
802－8167 

南部 
潮江・長浜・御畳瀬・ 

浦戸・春野 

障害者相談センター 

南部 

百石町3丁目1-30 
南部健康福祉センター１階 

856－9255 
856－9257 

北部 

一宮・秦・江ノ口・ 

小高坂・上街・高知街・ 

土佐山 

障害者相談センター 

北部 

丸ノ内1丁目7-45 

総合あんしんセンター３階 

820－5211 
856－5549 



49 

 

関係機関 
 

機  関  名 所  在  地 電   話 F A X 
高 知 市 役 所 

高知市本町5丁目1－45 

         障がい福祉課 

         高齢者支援課          

               保険医療課 

           

           市民税課 

                  住宅政策課 

高知市塩田町18－10 

          

 
823－9378 
823－9441 
823－9358 
823－9439 
823－9421 

823－9463 

 

823－9121 

 

875－6684 

823－9434 

823－9371 

823－9354 

823－9384 

823－9374 

 

821－6088 

高 知 県 庁 

高知市丸ノ内1丁目2－20 
   障害福祉課 企画調整担当 

         地域生活支援担当 

         事業者担当   
高知市大津乙1820－1 

 中央東県税事務所 

 
823－9633 

823－9634 
823－9635  
866－8510 

 

823－9260   
 

866－3630 
 

高知市若草町10－5 

             地域連携室 

             

             通園事業部 

               発達障害者支援センター 
 

843－6831 

844－4477 

844－5155 

844－1247 

 

844－1097 

844－4478 

840－4935 

844－1237 
 高知市旭町2丁目21－6 873－7717 873－6420 
 高知市葛島4丁目3－3 882－9380 883－5915 
 高知市百石町3丁目1－30 878－9060 878－9061 
 高知市大原町 7 6－ 2  ｺ ｰ ﾎ ﾟ筆山 1 F北号室 802－6185 802－6186 

高知市春野あじさい会館 高知市春野町西分1－1 894－5977 894－4731 
高 知 公 共 職 業 安 定 所 高知市大津乙2536－6 878－5323  
高知障害者職業センター 高知市大津甲770－3 866－2111 866－0676 
高 知 税 務 署 

高知市栄田町2丁目2－10 
高知よさこい咲都合同庁舎 

822－1123  
高知県身体障害者連合会 

高知市本町4丁目1-37 

高知県社会福祉センター1F 872－9497 872－7590 
高知市身体障害者連合会 高知市越前町1丁目4－6 872－3880 872－3880 
高 知 県 社 会 福 祉 協 議 会 高知市朝倉戊375－1 844－9007 844－3852 
高 知 市 社 会 福 祉 協 議 会 

高知市丸ノ内1丁目7-45 

総合あんしんセンター3階 856－5539 856－5549 
ふ く し 交 流 プ ラ ザ 高知市朝倉戊375－1 844－9234 844－9411 
高 知 東 年 金 事 務 所 高知市桟橋通4丁目13－3 831－4430  
高 知 西 年 金 事 務 所 高知市旭町3丁目70－1 875－1717  
高 知 警 察 署 高知市北本町1丁目10－12 822－0110 

県警本部 

FAX110番 

875－2110 

高 知 南 警 察 署 高知市桟橋通4丁目15－11 834－0110 
高 知 東 警 察 署 高知市大津乙807－1 866－0110 
Ｎ Ｈ Ｋ 高 知 放 送 局 高知市本町3丁目3－12 823－2301 823－9592 

 高知市若松町10－12 0120－801－520  
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■関係機関 

 



51 

 

ボランティア団体等

 団  体  名 代 表 者 住     所 電   話 

高 知 ボ ラ ン テ ィ ア ・ ビ ュ ー ロ ー 釣 井 ひ と み 高知市新本町1丁目7－31 088－824－4329 
高 知 朗 読 奉 仕 者 友 の 会 松 田 光 代 

高知市追手筋2丁目1－1 
オーテピア１階 

高知声と点字の図書館内 

088－823－9488 
高 知 ブ ラ イ ユ の 会 小野 ちづる 

手 話 サ ー ク ル  ゆ び の 会 田中 恵理子 高知市越前町2丁目4－5 3階 
088－822－2794 
FAX  875－5307 

高 知 市 手 を つ な ぐ 育 成 会 田 中 里 早 高知市新屋敷2丁目3-32 088－821－0602 
FAX    〃 

秦 ボ ラ ン テ ィ ア い ず み 会 京馬 久仁子 高知市中秦泉寺204－2 088－824－3138 
高 知 お も ち ゃ 図 書 館 は と ぽ っ ぽ 濱田 百合子 

高知市本町4丁目1－37 
1Fボランティアルーム 

0887－59－4958 
 福 井 和 子 

高知市本町5丁目1-12 STビル2F 

キッズルームラビット内 090－1572－8028 
FAX  823－0358 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人  地 域 サ ポ ー ト の 会 

さ わ や か 高 知 
三 谷 英 子 高知市南久万72－14 101号 088－821－0550 

FAX 821－0780 
社 会 福 祉 法 人  土 佐 あ け ぼ の 会 

サ ポ ー ト ぴ あ 
野村 みちよ 高知市桟橋通3丁目10－14 088－837－8277 

FAX 837－8278 
高 知 よ み か き サ ー ビ ス 

赤 十 字 奉 仕 団 
井 上 清 志 

高知市南はりまや町2丁目12－22 
高知芸術学園内 

088－883－1806 
FAX    〃 

高 知 県 手 話 サ ー ク ル 連 絡 協 議 会 米 津 小 巻 高知市越前町2丁目4－5 3階 
088－822－2794 
FAX 875－5307 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 

要 約 筆 記 高 知 ・ や ま も も 
門 田 民 世 

高知市大津乙1822－1 

サーパス大津1403 088－879－5534 
FAX 866－9755 

手 話 サ ー ク ル  山 盛 会 川 澤 延 枝 高知市越前町2丁目4－5 3階 
088－822－2794 

FAX 875－5307 
手 話 サ ー ク ル  黄 色 い ク ジ ラ 森 下 吉 広 高知市朝倉戊585－1 

088－843－5036 

FAX 840－8929 
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障害者団体 
 

団  体  名 代 表 者 住     所 電   話 

公 益 財 団 法 人 

高 知 県 身 体 障 害 者 連 合 会 

宮 﨑 俊 雄 
高知市本町4丁目1－37 
高知県社会福祉センター1F 088－872－9497 

FAX  872－7590 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 

高 知 市 身 体 障 害 者 連 合 会 

中 屋 圭 二 高知市越前町1丁目4－6 088－872－3880 
FAX  〃 

高 知 県 視 覚 障 害 者 協 会 中 島 正 美 高知市越前町2丁目4－5 088－875－5247 
高 知 市 視 覚 障 害 者 協 会 中 島 正 美 

高知市越前町2丁目4－5  

小高坂センター３階 080－6280－0557 
一 般 社 団 法 人 

高 知 県 聴 覚 障 害 者 協 会 

竹 島 春 美 

高知市越前町2丁目4－5 3階 

088－822－2794 
FAX  875－5307 

高 知 市 ろ う あ 協 会 山 中 睦 子 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 

高 知 県 肢 体 障 害 者 協 会 

松 本 誠 司 高岡郡佐川町乙2432-17 森下方 090－4332－0626 
高 知 県 喉 友 会 瀧 平 幸 一 高知市大津乙490－1 088－866－4191 

FAX  〃 

高 知 県 視 力 障 害 者 の 

生 活 と 権 利 を 守 る 会 

井 上 芳 史 高知市井口町70－2 井口コーポ2F 090－7788－7773 
 

高 知 県 支 部 

棚 橋 正 人 高知市宇津野20－104 村上方 

088－822－8038 
FAX  〃 

特 定 非 営 利 活 動 法 人                                       

高 知 県 腎 臓 病 患 者 友 の 会 

品 原 節 男 

高知市越前町2丁目9－6 
坂本ビル1F2号 

088－871－2670 

FAX  〃 

障 害 者 の 生 活 と 権 利 を 守 る 

高 知 県 連 絡 協 議 会 

正 岡 光 雄 

高知市丸ノ内2丁目1－10 
高知城ホール内 

090－4332－0626 

高 知 県 知 的 障 害 者 育 成 会 秋 友 英 稔 南国市陣山字弥市531－1 088－855－3717 
FAX  855－6181 

高 知 県 知 的 障 害 者 福 祉 協 会 石 川 俊 光 

香南市香我美町下分960－1 

香南くろしお園内 

0887－55－3130 
FAX 

0887－54－0126 
 

 

小 松 典 子 

南国市小籠107  

土佐希望の家医療福祉センター内 

088－863－2131 
 矢 野 泰 彦 高知市百石町3丁目9－25 矢野方 

090－7148－6539 
FAX  834－0544 

高 知 県 自 閉 症 協 会 平野 三代子 

高知市春野町芳原737－1 
ＮＰＯ法人 高知県自閉症協会内 

088－803－4441 
FAX  803－4750 
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障害者団体■ 

 

団  体  名 代 表 者 住     所 電   話 

高 知 県 聴 覚 障 害 者 親 の 会 小 田 雅 人 高知市中万々78 高知ろう学校内 
088－823－1640 
FAX  823－1752 

 川 崎 敬 子 高知市神田730－3 088－833－6844 
高知県精神障害者家族会連合会 横 田 直 子 

高知市丸ノ内2丁目4－1  

高知県保健衛生総合庁舎内 

088－802－7244 
FAX    〃 

高知市精神障害者家族会連合会 松 尾 美 絵 高知市一ツ橋町1丁目136 088－875－7571 

高 知 頸 髄 損 傷 者 連 絡 会 上 田 真 弓 
高知市北本町1－7－20－404 

ＭＤハイム高知 088－823－4741 

FAX  〃 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 

高 知 県 難 病 団 体 連 絡 協 議 会 
竹島 和賀子 高知市新本町1丁目14－6 1階 

088－821－6722 
FAX    〃 

高 知 県 盲 ろ う 者 友 の 会 松 澤 稀 弓 高知市百石町2丁目8－21 090－7574－8118 

 

高 知 県 支 部 
片 山 典 子 高知市廿代町16－20－204 090－7572－5704 

ト ゥ レ ッ ト 症  高 知 の 会 大 﨑 明 美 高知市福井町833－1 088－872－0832 
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障害者相談員名簿 
身体障害者相談員名簿 

 高知市では，自身も身体障害のある方や知的障害者の保護者の方で，障害者福祉に長年関わっておられ

る方々に障害者相談員を依頼しています。 

 障害者相談員は，身体障害者や知的障害者の生活や地域活動を支援しその推進を図ることを目的に，

日々の暮らしや就労，就学等，障害者の生活の中での様々な相談に応じ，必要な指導及び助言を行ってい

ます。 

 お互いに障害を持つ者，障害者の保護者として，障害者の身近な生活上の悩みや不安等の相談に親身な

対応を行います。  

 

 氏名 居住地区 障害 電話 FAX メールアドレス 

1 青山 良子 江ノ口 肢体不自由 080-6393-2130     

2 大野 悦子 鴨田 肢体不自由 090-7149-5193     

3 桑名 秀輔 小高坂 肢体不自由  088-871-1624  
newcherryblossom.416fairypitta 

@gmail.com 

4 竹島 春美 鴨田 聴覚障害   088-875-5307   

5 中屋 圭二 潮江 肢体不自由 088-833-4670   keiji-1960@md.pikara.ne.jp 

6 西村 周二 長浜 聴覚障害  088-842-8594 shuji2460330@gmail.com 

7 藤原 義朗 旭街 視覚障害 
088-840-0834 

070-3794-2079 
088-840-0834  

8 前田 梢 長浜 肢体不自由 090-8695-1486   kune-kune.kazura1316@docomo.ne.jp 

9 松本 誠司 旭街 肢体不自由 090-4332-0626   m.seishi1968.k@gmail.com 

10 村上 尚子 秦 直腸機能障害 088-822-8038 088-822-8038   

11 山下 進 潮江 視覚障害 090-4973-4202     

12 山中 睦子 上街 聴覚障害   088-824-4941   

13 山本 勝己 朝倉 肢体不自由 080-2996-7892     

mailto:shuji3030@i.softbank.jp
mailto:shuji3030@i.softbank.jp
mailto:keiji-1960@md.pikara.ne.jp
mailto:shuji3030@i.softbank.jp
mailto:kune-kune.kazura1316@docomo.ne.jp
mailto:m.seishi1968.k@gmail.com
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知的障害者相談員名簿 

障害者相談員名簿■ 

 氏名 居住地区 電話 FAX メールアドレス 

1 田中 里早 旭街 080-3926-3687     

2 福留 信子 江ノ口 088-872-4574 088-872-4574   

3 矢野 泰彦 潮江 090-7148-6539 088-834-0544 kochi.yano.jds.son@nhythm.ocn.ne.jp 

mailto:kochi.yano.jds.son@nhythm.ocn.ne.jp

